
図１　烏帽子狩衣姿・金沢貞顕画像（称名寺蔵・神奈川県立金沢
文庫保管）
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布衣始について

布
衣
始
に
つ
い
て

近　

藤　

好　

和

は
じ
め
に

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
装
束
の
可
視
的
身
分
標
識
と
し
て
の
機
能
を
強
調
し
、
特

に
そ
の
機
能
を
も
っ
と
も
体
現
し
て
い
る
の
が
天
皇
装
束
で
あ
る
こ
と
を
論
じ

た
（
1
）。
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
の
が
、
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束
が
峻
別
さ
れ
て
い

る
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
装
束
か
ら
上
皇
装
束
へ
移
行
す
る
転
換
点
と

な
る
の
が
布
衣
始
（
院
布
衣
始
と
も
）
と
い
う
儀
礼
で
あ
る
（
2
）。

　

布
衣
と
は
狩
衣
の
別
称
で
あ
り
、
布
衣
始
と
は
上
皇
が
は
じ
め
て
烏
帽
子
狩

衣
（
図
１
）
を
着
用
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
洞
院
実
熙
の

『
名
目
抄
』「
院
中
編
（
3
）」
に
「
太
上
皇
尊
号
之
後
、
始
テ

令
レ

着
二

御
烏
帽
子
一

云

也
」
と
あ
り
、
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
速
水
房
常
の
『
禁
中
方
名
目
抄
校
註
（
4
）』
に

も
「
院
ノ
御
所
、
脱
屣
ノ
後
、
始
テ
狩
衣
ヲ
着
御
也
、
則
布
衣
始
御
式
有
」
と

み
え
る
。
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布
衣
始
は
い
わ
ば
天
皇
退
位
儀
礼
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
管
見
で
は
こ
れ
ま
で
研
究
も
な
く
、
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
皇
室
制
度

史
料　
太
上
天
皇
』
一
〜
三
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
〜
一
九
八
〇
年
）
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
辞
書
類
を
み
て
も
立
項
さ
れ
て
い
な
い
も

の
も
あ
り
、
立
項
さ
れ
て
い
て
も
そ
の
解
説
は
不
十
分
な
も
の
が
多
い
（
5
）。

本
稿

の
目
的
は
、
か
か
る
現
状
を
ふ
ま
え
、
布
衣
始
と
い
う
儀
礼
の
掘
り
起
こ
し
に

あ
る
。

　

な
お
、
布
衣
始
の
訓
読
は
「
ほ
う
い
は
じ
め
」
と
「
ほ
い
は
じ
め
」
の
両
方

が
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
布
衣
を
「
ほ
う
い
」
と
「
ほ
い
」
の
ど
ち
ら
に
訓
読

す
る
か
の
相
違
で
あ
る
。
し
か
し
、
源
雅
亮
の
『
満
佐
須
計
装
束
抄
』
巻
二

「
布
衣
事
（
6
）」

に
は
「
ほ
う
ゐ
」
と
あ
り
、『
名
目
抄
』「
衣
服
編
」
で
も
「
布

衣
」
に
「
ホ
ウ
イ
」
の
仮
名
を
振
り
（
7
）、

前
掲
「
院
中
編
」
で
は
布
衣
始
の
仮
名

は
「
ホ
ウ
イ
ハ
ジ
メ
」
で
あ
る
（
8
）。『

満
佐
須
計
装
束
抄
』
は
『
仮
名
装
束
抄
』

と
も
い
う
仮
名
で
記
さ
れ
た
装
束
の
故
実
書
で
あ
り
、『
名
目
抄
』
は
序
文
に

よ
れ
ば
公
家
関
係
諸
用
語
の
訓
読
を
記
録
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、

両
書
で
「
ほ
う
い
」
と
み
え
る
点
は
重
要
で
あ
り
、
本
稿
で
は
布
衣
は
「
ほ
う

い
」、
布
衣
始
は
「
ほ
う
い
は
じ
め
」
の
訓
読
に
従
う
。

一
、
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束

　

布
衣
始
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束
の
相
違
に
つ
い
て

必
要
な
部
分
を
あ
ら
た
め
て
記
し
て
お
く
。

　

律
令
制
下
の
公
服
を
基
礎
と
し
、
十
世
紀
を
境
に
男
女
の
装
束
（
公
家
装

束
）
が
成
立
す
る
。
そ
の
う
ち
男
子
装
束
に
は
、
束
帯
・
布
袴
・
衣
冠
・
直

衣
・
狩
衣
・
小
直
衣
・
水
干
な
ど
が
あ
る
（
ほ
か
に
礼
服
も
あ
る
が
本
稿
で
は
省

略
）。
か
か
る
男
子
装
束
は
必
ず
冠
か
烏
帽
子
の
ど
ち
ら
か
の
被
り
物
を
被
っ

た
。

　

被
り
物
を
被
る
目
的
は
成
人
男
子
の
象
徴
で
あ
る
髻
の
保
護
に
あ
る
が
、
被

り
物
と
装
束
と
に
は
明
確
な
対
応
関
係
が
あ
る
。
冠
を
被
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
冠
対
応
装
束
は
束
帯
・
布
袴
・
衣
冠
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
公
家
の
公
服
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
狩
衣
・
小
直
衣
・
水
干
は
冠
を
被
ら
な
い
烏
帽
子
対
応
装

束
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
公
家
の
私
服
で
あ
り
、
狩
衣
・
水
干
は
下
級
身
分
者
に

は
公
服
と
も
な
っ
た
。
直
衣
は
冠
と
烏
帽
子
の
両
方
を
被
り
、
冠
を
被
れ
ば
公

服
と
な
り
、
烏
帽
子
で
は
私
服
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
武
家
装
束
の
直
垂
・
大

紋
・
素
襖
は
烏
帽
子
対
応
装
束
で
あ
る
。

　

か
か
る
な
か
で
、
天
皇
（
皇
太
子
も
）
は
烏
帽
子
を
被
ら
ず
に
冠
だ
け
を
被

り
、
冠
対
応
装
束
だ
け
を
着
用
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
装
束
は
ご
く
限
定
さ
れ

て
お
り
、
束
帯
と
冠
直
衣
だ
け
で
あ
り
、
冠
直
衣
も
臣
下
と
は
異
な
る
引
直
衣

（
御
引
直
衣
）
で
あ
る
（
図
２
・
３
）。
引
直
衣
は
、
臣
下
の
よ
う
に
下
袴
・
指

貫
を
着
用
せ
ず
に
、
女
子
同
様
の
赤
の
長
袴
を
着
用
し
、
下
着
や
上
着
（
雑

袍
）
は
後
ろ
に
引
き
ず
る
形
で
着
用
す
る
特
殊
な
着
用
法
の
冠
直
衣
で
あ
る
。

　

か
か
る
天
皇
装
束
に
つ
い
て
は
、『
禁
秘
抄
』
上
「
御
装
束
事
（
9
）」
に
具
体
的

に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
皇
の
冠
は
毎
月
「
納
殿
沙
汰
」
と
し



図２　束帯姿（高倉天皇）・天子摂関御影（宮内庁三の丸尚蔵館蔵）

図３　引直衣姿（二条天皇）・天子摂関御影（宮内庁三の丸尚蔵館蔵）

13
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て
冠
師
が
献
上
す
る
。「
奉
幣
発
遣
時
」
に
は
「
帛
御
装
束
」、「
尋
常
」
は

「
黄
櫨
染
」、
臨
時
祭
庭
座
・
賭
弓
・
弓
場
始
・
朝
覲
行
幸
後
の
出
御
等
に
は

「
青
色
」
を
着
用
す
る
。
帛
御
装
束
は
白
帛
（
練
絹
）
で
仕
立
て
た
神
事
用
束

帯
、
黄
櫨
染
・
青
色
は
と
も
に
束
帯
の
上
着
で
あ
る
位
袍
の
色
で
あ
る
。
特
に

黄
櫨
染
は
天
皇
の
位
色
で
あ
り
（
図
２
）、『
禁
秘
抄
』
で
の
黄
櫨
染
と
青
色
と

は
、
各
色
の
上
着
を
着
用
し
た
束
帯
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
い
ず
れ
も
天
皇

の
束
帯
で
あ
る
。

　

ま
た
、
同
じ
く
『
禁
秘
抄
』
上
「
御
装
束
事
」
に
は
「
引
直
衣
」
も
み
え
、

天
皇
が
指
貫
を
着
用
す
る
の
は
五
節
帳
台
試
の
一
夜
の
み
と
い
う
（
10
）。

指
貫
を
着

用
す
る
と
は
、
臣
下
と
同
様
の
冠
直
衣
姿
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
同
じ

く
み
え
る
「
御
宿
衣
」
は
、
天
皇
の
就
寝
時
の
着
衣
つ
ま
り
寝
間
着
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、『
禁
秘
抄
』「
御
装
束
事
」
に
記
さ
れ
て
い
る
引
直
衣
に
関
す
る
記

述
は
、
そ
の
下
着
な
ど
の
装
束
構
成
や
建
久
以
後
の
様
式
変
化
に
つ
い
て
で
あ

り
、
使
用
に
つ
い
て
は
同
「
恒
例
毎
日
次
第
」
に
み
え
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

天
皇
は
毎
朝
起
床
後
に
入
浴
し
（「
供
二

御
湯
一

」
と
あ
る
）、
清
涼
殿
御
手
水
間

の
大
床
子
で
「
理
二

御
鬢
一

」
し
て
引
直
衣
を
着
用
し
た
。
つ
ま
り
引
直
衣
は
天

皇
日
常
装
束
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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以
上
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
天
皇
装
束
に
対
し
て
、
上
皇
装
束
は
臣
下
と
ほ

ぼ
同
様
で
あ
る
。
冠
以
外
に
烏
帽
子
も
被
り
、
束
帯
・
布
袴
の
冠
対
応
装
束
は

も
ち
ろ
ん
烏
帽
子
対
応
装
束
で
あ
る
狩
衣
・
小
直
衣
・
水
干
も
着
用
し
た
。
冠

直
衣
も
烏
帽
子
直
衣
も
着
用
し
（
図
４
・
５
）、
冠
直
衣
は
引
直
衣
で
は
な
く
、

臣
下
と
同
様
に
指
貫
を
着
用
し
た
。
た
だ
し
、
衣
冠
は
着
用
し
な
い
。

　

上
皇
が
天
皇
は
着
用
し
な
い
烏
帽
子
や
狩
衣
を
着
用
す
る
こ
と
は
、
す
で
に

源
高
明
の
『
西
宮
記
』
か
ら
わ
か
る
（
11
）。

つ
ま
り
巻
十
七
「
冠
」
に
「
烏
帽
子
、

太
上
天
皇
或
時
（
晴
カ
）
着
レ

之
」、
同
「
袍
」
に
「
布
衣
、
太
上
天
皇
已
下
、

隋
レ

便
服
用
無
レ

所
レ

限
」
と
み
え
る
。
当
時
す
で
に
上
皇
装
束
が
天
皇
装
束
と

は
相
違
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束
が
峻
別
さ
れ
て
い
る
事
実
を
前
提

と
し
な
け
れ
ば
、
布
衣
始
の
意
味
や
意
義
は
わ
か
ら
な
い
。

二
、
平
安
時
代
の
実
態

　

で
は
、
布
衣
始
を
具
体
的
に
検
討
す
る
。
以
下
、
宇
多
か
ら
正
親
町
に
及
ぶ

管
見
し
た
関
連
史
料
を
、
平
安
時
代
（
宇
多
〜
安
徳
）・
鎌
倉
時
代
（
後
鳥
羽
〜

光
厳
）・
南
北
朝
時
代
以
降
（
後
醍
醐
〜
正
親
町
）
の
時
代
順
に
各
章
に
分
け
、

そ
の
な
か
で
上
皇
ご
と
に
分
類
し
、
布
衣
始
の
実
態
を
考
え
た
い
。

　

な
お
、
布
衣
始
は
上
皇
に
な
ら
な
け
れ
ば
行
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
在
位

の
ま
ま
崩
御
し
た
天
皇
は
も
ち
ろ
ん
譲
位
直
後
に
崩
御
し
た
上
皇
も
「
対
象

外
」
と
し
た
。
ま
た
、
今
回
は
刊
本
中
心
に
史
料
を
管
見
し
、
写
本
類
は
一
部

し
か
管
見
し
て
い
な
い
の
で
、
今
回
の
管
見
で
布
衣
始
や
そ
れ
に
関
連
す
る
記

事
の
確
認
が
取
れ
な
か
っ
た
上
皇
は
「
未
確
認
」
と
し
た
。

　

で
は
、
平
安
時
代
か
ら
み
て
い
く
。
装
束
の
成
立
時
期
か
ら
考
え
る
と
、
管

見
す
べ
き
上
皇
の
上
限
は
、
早
く
見
積
も
っ
て
も
宇
多
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

未
確
認
で
あ
る
。
つ
づ
く
醍
醐
か
ら
一
条
の
う
ち
対
象
と
な
る
の
は
朱
雀
・
冷

泉
・
円
融
だ
が
、
こ
れ
ら
も
未
確
認
で
あ
る
。

　

注
目
さ
れ
る
記
述
が
見
い
だ
せ
る
の
は
三
条
で
あ
る
。

◯
三
条
上
皇
：
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
正
月
二
十
九
日
譲
位
（
12
）

・『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
二
月
二
十
八
日
条
（
13
）

参
二

上
一々

次
参
レ

院
、
献
二

夜
御
装
束
并
御
烏
帽
等
一

、

　

藤
原
道
長
が
譲
位
後
間
も
な
い
三
条
に
「
夜
御
装
束
」
と
「
御
烏
帽
」（
御

烏
帽
子
）
を
献
上
し
た
。「
夜
御
装
束
」
と
は
直
衣
や
狩
衣
な
ど
の
烏
帽
子
対

応
装
束
で
あ
ろ
う
。
こ
の
道
長
の
行
為
は
こ
の
前
後
の
時
代
に
関
連
史
料
が
み

え
な
い
た
め
に
、
当
時
の
慣
例
的
な
行
為
で
は
な
く
、
道
長
の
独
自
行
為
の
可

能
性
が
高
い
。
ま
た
、
引
用
史
料
か
ら
は
布
衣
始
の
よ
う
な
儀
礼
が
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
上
皇
が
烏
帽
子
や
狩
衣
を
着
用
す
る
と
い
う

『
西
宮
記
』
の
記
述
（
前
章
前
掲
）
を
裏
付
け
る
具
体
例
で
あ
り
、
天
皇
装
束

と
上
皇
装
束
の
相
違
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
（
14
）。



図４　冠直衣姿（伏見上皇）・天子摂関御影（宮内庁三の丸尚蔵館蔵）

図５　烏帽子直衣姿（後宇多上皇）・天子摂関御影（宮内庁三の丸
尚蔵館蔵）
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布衣始について

　

続
く
後
一
条
か
ら
近
衛
の
う
ち
対
象
と
な
る
の
は
後
三
条
・
白
河
・
鳥
羽
・

崇
徳
だ
が
、
い
ず
れ
も
未
確
認
で
あ
る
。

◯
後
白
河
上
皇
：
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
八
月
十
一
日
譲
位

・『
山
槐
記
』
保
元
三
年
八
月
二
十
五
日
条

院
号
後
今
日
始
有
二

昼
御
幸
一

、
午
終
刻
先
御
二

幸
于
皇
后
宮
御
所
一

〈
三
条

烏
丸
〉、（
中
略
）
有
レ

御
二

幸
于
城
南
一

也
、
暫
可
レ

御
云
々
、（
中
略
）
於
二

鳥
羽
殿
一

、
自
二

今
日
一

人
々
着
二

布
衣
一

祗
候
云
々
、

　

後
白
河
は
「
院
号
後
」（
尊
号
宣
下
後
）
初
め
て
「
昼
御
幸
」
を
行
い
、
高
松

殿
（
仙
洞
）
か
ら
皇
后
宮
藤
原
忻
子
の
三
条
烏
丸
殿
を
経
て
城
南
宮
の
鳥
羽
殿

に
向
か
っ
た
。
引
用
は
省
略
し
た
が
、
御
幸
時
の
装
束
は
、
上
皇
は
冠
直
衣
、

殿
上
人
は
衣
冠
（
一
部
が
束
帯
）、
御
随
身
は
布
衣
冠
（
特
例
と
し
て
冠
を
被
っ

た
狩
衣
姿
）
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
冠
対
応
装
束
で
あ
る
。
公
卿
は
「
直
衣
」
と

だ
け
み
え
る
が
、
上
皇
が
冠
直
衣
で
あ
れ
ば
公
卿
も
冠
直
衣
に
相
違
な
い
。

　

そ
し
て
、
鳥
羽
殿
で
は
今
日
か
ら
人
々
は
布
衣
つ
ま
り
烏
帽
子
狩
衣
で
祗
候

し
た
。
鳥
羽
殿
で
の
上
皇
の
装
束
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
皇
が
冠
姿
で
臣
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下
が
烏
帽
子
狩
衣
で
祗
候
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
上
皇
も
烏
帽
子
狩

衣
な
ど
の
烏
帽
子
姿
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
れ
が
当
然
で
あ
る
か
ら
記
さ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
鳥
羽
殿
で
上
皇
と
臣
下
が
烏
帽
子
姿
で
初
め
て

対
面
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

換
言
す
れ
ば
上
皇
も
臣
下
も
鳥
羽
殿
で
烏
帽
子
（
狩
衣
）
に
着
替
え
た
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
鳥
羽
殿
で
布
衣
始
に
類
す
る
儀
礼
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か

は
、
引
用
史
料
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、『
兵
範
記
』
本
日
条
に
「
上

皇
初
御
幸
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
日
の
御
幸
は
後
白
河
の
譲
位
後
初
の
仙

洞
か
ら
の
御
幸
つ
ま
り
御
幸
始
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
尊
号
宣
下
の
日
は
未
確
認

だ
が
、
尊
号
宣
下
↓
御
幸
始
↓
人
々
の
烏
帽
子
狩
衣
で
の
祗
候
（
上
皇
の
烏
帽

子
着
用
）、
と
い
う
流
れ
が
想
定
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
引
用
史
料
に
「
昼
御
幸
」
と
あ
る
の
は
、『
山
槐
記
』
八
月
十
七
日

条
に
「
上
皇
遜
位
之
後
今
夜
始
出
二

禁
裏
一

御
二

幸
于
高
松
殿
一

」
と
あ
り
、
後
白

河
は
十
七
日
に
内
裏
か
ら
仙
洞
と
な
る
高
松
殿
に
御
幸
し
た
が
、
そ
れ
が
夜
中

の
御
幸
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
譲
位
後
内
裏
か
ら
仙
洞
に
移
る
た
め
の
御
幸

は
御
幸
始
で
は
な
く
、
仙
洞
か
ら
は
じ
め
て
御
幸
す
る
こ
と
が
御
幸
始
で
あ
る
（
15
）。

　

ま
た
、
同
じ
く
『
兵
範
記
』
八
月
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
内
裏
を
出
る
時
の

上
皇
は
「
御
直
衣
御
指
貫
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
引
直
衣
で
は
な
く
通
常
の
冠
直

衣
で
あ
る
。
御
幸
始
時
の
冠
直
衣
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
上
皇
は
烏
帽
子
は
布
衣
始
ま
で
被
ら
な
い
が
、
指
貫
は
譲
位
後
す
ぐ

に
着
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
十
七
日
・
二
十
五
日
と
も
に
御
幸
時
の
上

皇
の
乗
り
物
は
牛
車
（
十
七
日
は
唐
車
、
二
十
五
日
は
庇
車
）
で
あ
る
。
こ
の
点

も
牛
車
に
は
乗
ら
な
い
天
皇
と
は
相
違
す
る
。

　

続
く
二
条
は
対
象
外
。
次
の
六
条
は
上
皇
と
な
っ
た
が
、
元
服
せ
ぬ
ま
ま
崩

御
し
て
い
る
の
で
や
は
り
対
象
外
で
あ
ろ
う
（
16
）。

◯
高
倉
上
皇
：
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
二
月
二
十
一
日
譲
位

・『
山
槐
記
』
治
承
四
年
三
月
四
日
条

今
夜
新
院
遜
位
之
後
始
有
レ

御
二

幸
土
御
門
亭
一

、（
中
略
）
今
日
新
院
令
レ

着
二

始
御
烏
帽
子
一

給
云
々
、（
中
略
）
於
二

女
房
中
一

令
レ

着
給
云
々
、
然
而

公
卿
以
下
布
衣
事
未
レ

被
二

仰
下
一

云
々
、

　

高
倉
の
御
幸
始
は
土
御
門
殿
に
対
し
て
行
わ
れ
た
（
17
）。

閑
院
か
ら
の
御
幸
始

で
、
本
来
は
二
月
二
十
八
日
に
行
う
予
定
で
雨
に
よ
り
本
日
と
な
っ
た
（
18
）。

　

閑
院
は
高
倉
譲
位
時
の
内
裏
で
あ
り
、
土
御
門
殿
は
以
後
仙
洞
と
な
る
御
所

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
日
の
御
幸
は
内
裏
か
ら
仙
洞
に
移
る
た
め
の
御
幸
で
あ

り
、
後
白
河
の
例
に
準
じ
れ
ば
御
幸
始
で
は
な
い
。
し
か
し
、『
山
槐
記
』
二

月
二
十
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
正
月
十
日
に
天
皇
（
高
倉
）・
中
宮
（
平
徳
子
）・

東
宮
（
安
徳
）
は
揃
っ
て
五
条
亭
に
遷
行
し
、
二
月
十
六
日
に
天
皇
だ
け
が
閑

院
に
還
御
。
二
十
一
日
に
天
皇
と
中
宮
・
東
宮
が
別
居
の
ま
ま
譲
位
を
迎
え
た
。

つ
ま
り
譲
位
時
に
新
帝
（
安
徳
）
は
閑
院
に
は
不
在
で
、
高
倉
は
閑
院
を
仙
洞
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と
し
た
。
そ
こ
で
三
月
四
日
が
御
幸
始
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
旧
帝
が
譲
位

す
る
御
所
と
新
帝
が
践
祚
す
る
御
所
が
別
個
で
あ
り
、
前
者
を
仙
洞
と
し
、
後

者
を
内
裏
と
す
る
例
は
鎌
倉
時
代
以
降
一
般
化
す
る
（
19
）。

　

さ
て
、
高
倉
は
こ
の
日
初
め
て
烏
帽
子
を
被
っ
た
。
そ
の
場
所
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
引
用
は
省
略
し
た
が
御
幸
始
供
奉
の
人
々
の
装
束
は
、
公

卿
以
下
は
束
帯
で
あ
り
、
ほ
か
も
み
な
冠
対
応
装
束
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
仙

洞
と
な
る
土
御
門
殿
で
烏
帽
子
を
被
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
高

倉
の
尊
号
宣
下
は
二
月
二
十
七
日
で
あ
り
（
20
）、

や
は
り
尊
号
宣
下
↓
御
幸
始
↓
上

皇
の
烏
帽
子
着
用
と
い
う
流
れ
が
追
え
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
今
回
は
上

皇
が
冠
か
ら
烏
帽
子
に
被
り
替
え
た
が
、
臣
下
の
布
衣
で
の
祗
候
は
許
さ
れ
ず
、

そ
れ
は
八
日
に
な
っ
て
も
続
い
た
（
21
）。
次
の
安
徳
は
対
象
外
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
で
は
、
布
衣
始
と
い
う
名
称
は
み
え
ず
、
ま
た

か
か
る
儀
礼
が
あ
っ
た
確
証
も
な
い
。
し
か
し
、
早
く
か
ら
天
皇
装
束
と
上
皇

装
束
の
相
違
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
後
白
河
・
高
倉
の
頃

に
は
、
上
皇
が
烏
帽
子
を
被
り
、
臣
下
が
布
衣
で
対
面
す
る
た
め
に
は
、
御
幸

始
後
と
い
う
一
定
の
流
れ
が
形
成
さ
れ
た
。

三
、
鎌
倉
時
代
の
実
態

　

鎌
倉
時
代
は
後
鳥
羽
か
ら
関
連
史
料
が
み
え
る
。

◯
後
鳥
羽
上
皇
：
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
正
月
十
一
日
譲
位

・『
三
長
記
』
建
久
九
年
正
月
二
十
一
日
条

今
日
仙
院
初
御
二

幸
于
七
条
院
〈
三
条
殿
〉一
（
中
略
）
今
日
仙
院
還
御
以

後
、
人
々
初
著
二

布
衣
一

参
云
々
、

　

後
鳥
羽
は
母
七
条
院
藤
原
殖
子
の
三
条
殿
へ
御
幸
始
し
、
仙
洞
大
炊
御
門
殿
（
22
）

へ
の
還
御
後
、
人
々
の
布
衣
で
の
院
参
を
受
け
た
。
人
々
の
布
衣
で
の
院
参
は

上
皇
も
烏
帽
子
姿
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
還
御
後
に
上
皇
と
臣
下
は

烏
帽
子
姿
で
初
め
て
対
面
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

後
鳥
羽
の
尊
号
宣
下
は
前
日
の
二
十
日
で
あ
り
（
23
）、
や
は
り
尊
号
宣
下
↓
御
幸

始
↓
人
々
の
布
衣
で
の
院
参
（
上
皇
の
烏
帽
子
着
用
）
と
い
う
流
れ
が
辿
れ
る

が
、
後
白
河
・
高
倉
は
御
幸
始
先
で
烏
帽
子
を
被
っ
た
の
に
対
し
、
後
鳥
羽
は

仙
洞
還
御
後
に
烏
帽
子
を
被
っ
た
（
24
）。
ま
た
、
御
幸
始
の
行
き
先
は
母
女
院
と
い

う
尊
属
の
御
所
で
あ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。

◯
土
御
門
上
皇
：
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
十
一
月
二
十
五
日
譲
位

・『
長
兼
卿
記
』
承
元
四
年
十
二
月
十
三
日
条
（『
洞
院
部
類
記（25
）』

所
収
）

今
日
人
々
著
二

布
衣
一

初
参
二

新
院
一

云
々
、
去
八
日
延
引
及
二

今
日
一

、
不
レ

知
二

其
故
一

、
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土
御
門
は
十
二
月
五
日
に
尊
号
宣
下
さ
れ
（
26
）、

引
用
の
よ
う
に
人
々
が
布
衣
で

院
参
し
た
の
が
十
二
月
十
三
日
で
あ
る
。
し
か
し
、『
長
兼
卿
記
』
に
よ
る
限

り
、
八
日
・
十
三
日
条
と
も
に
御
幸
始
の
記
事
は
な
く
、
土
御
門
は
父
帝
後
鳥

羽
の
例
を
踏
襲
せ
ず
に
烏
帽
子
を
被
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
『
御
譲
位
記
』
十
一
月
二
十
六
日
条
（
27
）に

つ
ぎ
の

よ
う
に
み
え
る
。

参
二

新
院
一

、
殿
上
有
レ

饗
、（
中
略
）
院
猶
著
二

御
々
冠
一

歟
、
布
衣
初
以
後

可
レ

著
二

御
烏
帽
一

云
々
、

　

こ
れ
が
「
布
衣
初
（
始
）」
と
い
う
用
語
の
管
見
で
の
初
見
記
事
で
あ
る
。

以
後
、
布
衣
始
と
い
う
用
語
は
史
料
上
に
定
着
す
る
。
用
語
の
定
着
は
そ
の
儀

礼
内
容
も
固
ま
っ
た
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
、
同
時
に
後
白
河
・
高

倉
・
後
鳥
羽
と
続
く
烏
帽
子
着
用
の
流
れ
の
な
か
で
、
儀
礼
内
容
も
定
ま
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
反
面
、『
御
譲
位
記
』
の
記
事
か
ら
は
、
上
皇
の
烏
帽

子
着
用
は
布
衣
始
以
前
で
も
あ
り
得
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
読
み
取
れ
、
布

衣
始
が
い
ま
だ
十
分
に
定
着
し
て
い
な
い
状
況
も
読
み
取
れ
よ
う
。

　

続
く
順
徳
は
後
鳥
羽
の
仙
洞
高
陽
院
へ
の
御
幸
始
は
確
認
で
き
る
が
（
28
）、
布
衣

始
は
未
確
認
。
仲
恭
は
対
象
外
。
後
高
倉
は
御
幸
始
は
確
認
で
き
る
が
（
29
）、
布
衣

始
は
未
確
認
。
た
だ
し
、
後
高
倉
は
即
位
し
て
い
な
い
。
皇
子
後
堀
河
即
位
に

よ
る
尊
号
宣
下
で
あ
り
、
し
か
も
七
年
前
に
す
で
に
出
家
し
て
お
り
（
30
）、
さ
ら
に

の
ち
の
後
崇
光
は
後
高
倉
と
同
様
の
立
場
な
が
ら
布
衣
始
を
行
っ
た
が
、
後
高

倉
の
先
例
が
踏
襲
さ
れ
て
い
な
い
た
め
（
次
章
参
照
）、
対
象
外
で
あ
ろ
う
。

◯
後
堀
河
上
皇
：
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
十
月
四
日
譲
位

・『
民
経
記
』
貞
永
元
年
十
月
九
日
条

即
向
二

冷
泉
亭
一

、
内
府
被
レ

坐
、
自
二

来
十
四
日
一

可
レ

為
二

仙
洞
之
地
一

也
、

（
中
略
）
於
二

寝
殿
西
面
一

触
二

申
条
々
事
一

、（
中
略
）
下
北
面
者
装
束
事
、

束
帯
可
レ

宜
歟
、
引
勘
可
レ

申
、
件
日
〈
十
七
日
〉、
布
衣
始
也
、
旁
束
帯

可
レ

宜
、

　

引
用
史
料
は
実
際
に
布
衣
始
が
行
わ
れ
た
記
事
で
は
な
い
。
十
四
日
に
後
堀

河
の
内
裏
（
閑
院
）
か
ら
仙
洞
と
な
る
「
冷
泉
亭
」（
冷
泉
富
小
路
殿
）
へ
御
幸

が
あ
り
（
31
）、

勘
解
由
小
路
経
光
（『
民
経
記
』
記
主
）
が
、
冷
泉
富
小
路
殿
で
内
大

臣
西
園
寺
実
氏
か
ら
そ
の
準
備
の
た
め
の
諸
指
示
を
仰
ぎ
、
そ
の
な
か
で
十
七

日
が
布
衣
始
で
あ
る
由
が
示
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
十
七
日
に
布
衣
始
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。

『
民
経
記
』
貞
永
元
年
は
十
月
十
三
日
条
ま
で
し
か
記
事
が
現
存
せ
ず
、
し
か

も
御
幸
始
は
十
一
月
九
日
だ
か
ら
で
あ
る
（
32
）。
続
く
四
条
は
対
象
外
。
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◯
後
嵯
峨
上
皇
：
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
正
月
二
十
九
日
譲
位

・『
民
経
記
』
寛
元
四
年
二
月
十
六
日
条

院
御
幸
始
、
幸
二

承
明
門
院
御
所
一

、（
中
略
）
院
布
衣
始
、

・『
為
経
卿
記
』
寛
元
四
年
二
月
十
六
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記（33
）』

所
収
）

〈
御
幸
始
之
事
在
レ

之
〉、
今
日
布
衣
始
也
、
頃
之
前
内
府
著
二

烏
帽
子
直
衣
一
　

参
入
、
近
習
公
卿
・
殿
上
人
等
著
二

布
衣
一

参
入
候
二

広
御
所
一

、
上
皇
著
二

御
布
衣
一

〈
白
浮
線
綾
御
狩
衣
・
紫
織
物
御
奴
袴
・
御
立
烏
帽
子
、
出
御
、

頃
之
入
御
、
人
々
退
出
、
著
二

布
衣
一

参
入
人
々
〉（
中
略
）、
已
上
不
レ

及
レ

分
催
二

近
臣
等
一

、
著
二

布
衣
一

所
二

参
入
一

也
、

・『
陽
龍
記
』
寛
元
四
年
二
月
十
六
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
）

今
夜
院
御
布
衣
始
也
、
後
聞
、
御
幸
還
御
後
、
人
々
改
二

著
布
衣
一

帰
参

（
中
略
）、
出
御
〈
浮
文
綾
白
襖
御
狩
衣
・
白
御
衣
・
堅
文
薄
色
袴
〉、
少

時
入
御
、
人
々
退
出
、

　

後
嵯
峨
は
祖
母
承
明
門
院
（
源
在
子
・
土
御
門
天
皇
母
）
の
土
御
門
殿
に
御

幸
始
し
、
仙
洞
還
御
後
に
布
衣
始
を
行
っ
た
（
34
）。
仙
洞
は
冷
泉
万
里
小
路
殿
で
あ

り
、
後
嵯
峨
の
譲
位
時
の
内
裏
で
あ
る
。
譲
位
時
の
内
裏
が
仙
洞
と
な
る
の
は

高
倉
と
同
じ
で
あ
り
、
尊
属
へ
の
御
幸
始
か
ら
仙
洞
に
還
御
後
に
、
上
皇
と
臣

下
が
布
衣
（
烏
帽
子
狩
衣
）
で
対
面
す
る
の
は
後
鳥
羽
と
同
じ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
対
面
が
「
布
衣
始
」
と
記
さ
れ
て
い

る
点
で
、
し
か
も
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
わ
か
る
点
で
あ
る
。
ま
ず
布
衣
（
一

部
は
烏
帽
子
直
衣
）
で
公
卿
・
殿
上
人
が
参
集
す
る
場
所
は
仙
洞
「
広
御
所
」

（
弘
御
所
）
で
あ
り
、
上
皇
は
烏
帽
子
白
狩
衣
（
白
浮
線
綾
御
狩
衣
）
で
出
御
。

両
者
は
対
面
後
、
散
会
（
上
皇
は
入
御
、
人
々
は
退
出
）
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
尊
属
へ
の
御
幸
始
の
還
御
後
に
、
仙
洞
弘
御
所
で

上
皇
と
臣
下
が
布
衣
（
烏
帽
子
狩
衣
）
で
た
だ
対
面
す
る
こ
と
が
布
衣
始
と
い

う
こ
と
に
な
る
（
35
）。

上
皇
が
布
衣
姿
（
つ
ま
り
烏
帽
子
姿
）
に
な
っ
た
こ
と
の
確

認
が
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
次
代
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。

◯
後
深
草
上
皇
：
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
十
一
月
二
十
六
日
譲
位

・『
民
経
記
』
正
元
元
年
十
二
月
十
三
日
条

今
日
新
院
脱
屣
之
後
、
初
幸
二

厳
親
上
皇
宮
一

〈
二
条
高
倉
御
所
、
近
曾
為
二
　

射
山
一

〉、
保
安
・
永
治
・
承
元
・
承
久
之
例
也
、（
中
略
）
還
御
之
後
、

有
二

布
衣
始
一

、
及
二

半
更
一

新
院
出
御
〈
白
襖
狩
御
衣
〉、
公
卿
、
左
府

〈
束
帯
、
坊
官
除
目
了
被
レ

参
云
々
〉・
前
右
府
〈
烏
帽
直
衣
〉・
四
条
大
納
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言
・
右
大
将
〈
烏
直
〉（
中
略
）、
殿
上
人
（
中
略
）、
各
著
二

布
衣
一

参
候

云
々
、

（
補
書
）
鶏
鳴
之
程
兼
頼
帰
来
、
冷
泉
殿
元
弘
御
所
為
二

出
御
所
一

、
中
宮

御
坐
、
然
而
今
夜
許
布
衣
人
不
レ

被
レ

憚
レ

之
、
殿
上
人
列
二

居
御
厩
縁
一

云
々
、

　

後
深
草
の
布
衣
始
は
、
尊
属
へ
の
御
幸
始
か
ら
の
還
御
後
に
仙
洞
弘
御
所

（「
元
弘
御
所
」）
で
行
わ
れ
た
点
、
臣
下
の
一
部
（
上
級
公
卿
）
は
烏
帽
子
直
衣

で
あ
る
点
、
上
皇
が
白
狩
衣
（
白
襖
狩
御
衣
）
で
あ
る
点
な
ど
、
後
嵯
峨
の
例

を
踏
襲
し
て
い
る
。
仙
洞
も
同
じ
く
冷
泉
万
里
小
路
殿
で
あ
る
。
引
用
史
料
に

は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
皇
と
臣
下
は
や
は
り
対
面
後
に
散
会
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、
今
回
は
御
幸
始
の
尊
属
は
父
帝
後
嵯
峨
で
あ
り
、
殿
上
人
の

参
集
場
所
は
弘
御
所
で
は
な
く
「
御
厩
縁
」
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
御
幸
始
は
保
安
（
鳥
羽
）・
永
治
（
崇
徳
）・
承
元
（
土

御
門
）・
承
久
（
順
徳
）
の
例
と
い
う
。
つ
ま
り
鳥
羽
以
降
の
例
を
踏
襲
し
た
わ

け
で
あ
る
。
踏
襲
し
た
の
は
父
帝
へ
の
御
幸
始
と
な
る
が
、
引
用
史
料
に
よ
れ

ば
、
鳥
羽
・
崇
徳
・
土
御
門
・
順
徳
い
ず
れ
も
父
帝
（
白
河
・
後
鳥
羽
）
に
御

幸
始
を
行
っ
た
こ
と
に
な
り
（
順
徳
は
既
述
）、
父
帝
へ
の
御
幸
始
は
鳥
羽
ま
で

遡
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
も
後
白
河
・
高
倉
・
後
鳥
羽
・
後
嵯
峨
の
御
幸
始
が
父
帝
で
な
い
の
は
、

後
白
河
・
後
鳥
羽
・
後
嵯
峨
は
す
で
に
父
帝
（
鳥
羽
・
後
白
河
・
土
御
門
）
が

崩
御
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
（
36
）、
高
倉
は
父
帝
（
後
白
河
）
が
幽
閉
中
で
あ
っ
た
（
37
）。

そ
こ
で
、
後
鳥
羽
は
存
命
中
で
あ
っ
た
母
女
院
へ
、
後
白
河
・
高
倉
・
後
嵯
峨

は
母
（
待
賢
門
院
藤
原
璋
子
・
建
春
門
院
平
滋
子
・
源
通
子
）
も
崩
御
し
て
い
た

た
め
（
38
）、
後
白
河
・
高
倉
は
尊
属
以
外
へ
、
後
嵯
峨
は
母
親
代
わ
り
の
祖
母
女
院

へ
御
幸
始
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
39
）。

と
す
れ
ば
、
鳥
羽
以
来
、
父
帝
へ
の
御
幸
始

は
慣
例
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
父
帝
へ
の
御
幸
始
後
の
烏
帽
子
着
用
は
、
鳥

羽
ま
で
遡
れ
る
可
能
性
も
出
て
こ
よ
う
。

　

な
お
、
引
用
史
料
に
よ
れ
ば
、
後
深
草
の
布
衣
始
は
中
宮
西
園
寺
公
子
に
は

及
ん
で
い
な
い
。
注
（
24
）
で
示
し
た
『
明
月
記
』
の
記
事
と
併
考
す
る
と
、

上
皇
の
布
衣
始
は
后
（
中
宮
・
皇
后
・
女
院
）
に
対
す
る
布
衣
始
と
は
別
個
と

考
え
ら
れ
る
。

◯
亀
山
上
皇
：
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
正
月
二
十
六
日
譲
位

・『
経
俊
卿
記
』
文
永
十
一
年
二
月
七
日
条
（
40
）

今
日
御
幸
始
也
、（
中
略
）
上
皇
、
御
直
衣
・
紫
二
陪
織
物
御
指
貫
・
紅

打
御
出
衣
、（
中
略
）
入
レ

夜
有
二

布
衣
始
一

、
前
右
府
・
内
府
烏
帽
子
直
衣
、

堀
川
大
納
言
以
下
着
二

布
衣
一

云
々
、
上
皇
令
レ

着
二

烏
帽
子
布
衣
一

給
云
々
、

・『
実
兼
卿
記
』
文
永
十
一
年
二
月
七
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
）
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布衣始について

〈
御
幸
始
事
在
レ

之
〉、
今
夜
布
衣
始
也
、
著
二

布
衣
一

〈
檜
皮
白
重
・
生
張

白
衣
・
白
単
、
指
貫
如
レ

常
〉、
帰
二

参
院
御
所
一

〈
文
車
〉、（
中
略
）
先
々

人
々
今
夕
伺
二

候
弘
御
所
一

予
著
座
、（
中
略
）
殿
上
人
（
中
略
）
候
二

東
縁
一

〈
不
レ

著
二

弘
庇
一

〉、（
中
略
）
次
上
皇
出
御
、
御
装
束
〈
浮
線
綾
白
御
狩
衣

〈
文
松
唐
草
〉・
薄
色
堅
織
物
御
指
貫
〈
菱
丸
〉・
白
二
御
衣
・
白
御
単
、

四
条
中
納
言
奉
仕
也
〉、
頃
之
入
御
、
人
々
退
出
、

　

後
嵯
峨
を
踏
襲
し
た
布
衣
始
で
あ
る
。
父
帝
後
嵯
峨
は
崩
御
し
て
お
り
（
41
）、

御

幸
始
先
は
母
大
宮
院
西
園
寺
姞
子
の
常
磐
井
殿
で
あ
り
（
42
）、

仙
洞
は
押
小
路
殿
と

考
え
ら
れ
る
（
43
）。

な
お
、
殿
上
人
は
弘
御
所
で
は
な
く
「
東
縁
」
に
参
集
し
た
。

殿
上
人
が
弘
御
所
以
外
に
参
集
す
る
の
は
後
深
草
と
同
じ
で
あ
る
。

　

な
お
、
布
衣
始
の
上
皇
が
白
狩
衣
を
着
用
す
る
意
味
や
、
そ
の
時
の
上
皇
の

指
貫
や
下
着
、
ま
た
臣
下
各
人
の
狩
衣
に
つ
い
て
も
考
察
す
べ
き
だ
が
、
そ
れ

ら
は
別
稿
で
考
え
た
い
。
以
下
、
引
用
史
料
で
も
上
皇
や
臣
下
の
装
束
そ
の
も

の
に
関
す
る
記
述
は
必
要
最
低
限
を
示
す
だ
け
に
留
め
る
。

◯
後
宇
多
上
皇
：
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
十
月
二
十
一
日
譲
位

・『
実
躬
卿
記
』
弘
安
十
年
十
一
月
十
五
日
条

今
日
旧
主
御
院
号
云
々
、
今
夜
即
布
衣
始
也
、

　

後
宇
多
の
布
衣
始
は
尊
号
宣
下
の
夜
で
あ
り
、
そ
の
後
十
二
月
八
日
に
、
父

帝
亀
山
の
冷
泉
万
里
小
路
殿
へ
冠
直
衣
で
御
幸
始
し
た
（
44
）。

譲
位
・
院
号
宣

下
・
御
幸
始
の
各
時
間
的
間
隔
が
開
い
て
い
る
の
も
注
意
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま

で
指
摘
し
た
布
衣
始
の
流
れ
が
崩
れ
て
お
り
、
異
例
で
あ
る
（
45
）。

◯
伏
見
上
皇
：
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
七
月
二
十
二
日
譲
位

・『
公
衡
公
記
』
別
記
『
伏
見
院
御
幸
始
記
』
永
仁
六
年
八
月
五
日
条
（『
布
衣

始
部
類
記
』
に
も
所
収
）

新
院
脱
屣
之
後
、
初
御
二

幸
厳
親
法
皇
御
在
所
〈
常
磐
井
殿
〉一
、
並
御
馬

御
覧
（
中
略
）・
上
下
北
面
始
（
中
略
）・
布
衣
始
等
日
也
、（
中
略
）
還
御

之
儀
毎
時
如
レ

元
、（
中
略
）
今
日
之
儀
殊
勝
、
惣
可
レ

被
レ

改
二

御
装
束
一

之

由
申
二

入
之
一

、
退
二

下
直
廬
一

、
改
二

着
烏
帽
子
直
衣
一
（
中
略
）、
相
二

具
権

大
夫
一

〈
同
改
二

差
（
着
）
布
衣
一

〉、
参
二

御
所
一

〈
中
宮
御
方
有
二

布
衣
憚
一

之
間
、
降
二

堂
下
一

、
更
昇
二

西
中
門
一

、〈
中
略
〉〉、
可
レ

有
二

番
長
（
布
衣
）

始
一

也
、
予
以
下
着
二

弘
御
所
一

〈
奥
・
端
相
分
、
予
着
レ

端
〉、
兼
供
二

掌

燈
一

、
頭
弁
以
下
殿
上
人
候
二

東
弘
庇
一

〈
不
レ

敷
レ

座
〉、
出
御
以
前
公
卿
皆

著
座
也
、（
中
略
）
且
可
二

出
御
一

之
由
有
レ

仰
、
仍
仰
二

新
大
納
言
一

催
二

立

明
一

、
丞
（
亜
）
相
仰
二

雅
俊
朝
臣
一

下
二

知
之
一

、
庁
官
二
人
〈
束
帯
、

先
々
改
二

着
布
衣
一

者
也
、
今
夜
不
レ

改
二

御
幸
始
装
束
一

、
如
何
〉
立
二

明
東

庭
一

、
小
時
被
レ

用
（
開
）二
乾
角
北
御
障
子
一

〈
女
房
開
レ

之
〉、
出
御
（
中
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略
）、
諸
卿
以
下
蹲
居
、
暫
御
坐
之
後
入
御
、

・『
通
重
公
記
』
永
仁
六
年
八
月
五
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
）

〈
御
幸
始
事
在
レ

之
〉、
予
著
二

布
衣
一
（
中
略
）、
帰
二

参
二
条
殿
一

、
網
代
車

〈
片
縄
〉、
布
衣
諸
大
夫
一
人
〈
秋
茂
〉
召
具
、
参
レ

自
二

押
小
路
西
門
一

、

廻
二

弘
御
所
方
一

、
先
々
内
府
已
下
着
座
、（
中
略
）
頃
之
上
皇
出
御
（
中

略
）、
諸
卿
蹲
居
、
御
座
定
後
、
各
復
座
、
小
時
入
御
〈
人
々
蹲
居
如
レ

前
〉、
諸
卿
分
散
、

　

後
嵯
峨
を
踏
襲
し
た
布
衣
始
で
あ
り
、
仙
洞
は
二
条
高
倉
殿
で
あ
る
（
46
）。

公
衡

の
従
者
も
布
衣
に
着
替
え
、
立
明
の
庁
官
が
御
幸
始
の
束
帯
の
ま
ま
で
布
衣
に

着
替
え
て
い
な
い
こ
と
を
非
難
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
布
衣
始
で
は
関
係
者
は

み
な
布
衣
で
参
加
す
る
の
が
原
則
と
考
え
ら
れ
る
（
47
）。

ま
た
、
こ
こ
で
も
中
宮
の

御
前
は
布
衣
が
憚
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

◯
後
伏
見
上
皇
：
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
正
月
二
十
一
日
譲
位

・『
実
躬
卿
記
』
正
安
三
年
二
月
八
日
条

御
幸
始
以
下
条
々
巨
細
也
、
今
夜
可
レ

為
二

布
衣
始
一

之
由
、
兼
日
藤
中
納

言
〈
俊
光
、
執
権
〉
相
催
、
御
教
書
云
、
可
下

令
レ

候
二

弘
御
所
一

給
上

之
由
、

其
沙
汰
候
也
、
仍
執
達
如
レ

件
〈
永
仁
布
衣
始
、
二
条
大
納
言
〈
頼
親
〉

奉
二

行
之
一

、
文
章
為
二

此
体
一

き
〉、
正
月
二
十
六
日
、
権
中
納
言
俊
光
、

謹
上
右
宰
相
中
将
殿
、
□
（
遂
）
申
、
来
月
八
日
著
二

布
衣
一

可
二

令
レ

参
給

一

之
由
、
被
二

仰
下
一

候
也
、

・『
公
衡
公
記
』
別
記
『
後
伏
見
院
御
幸
始
記
』
正
安
三
年
二
月
八
日
条
（『
布

衣
始
部
類
記
』
に
も
所
収
）

今
夕
新
院
脱
屣
之
後
御
幸
始
也
、（
中
略
）
今
夜
還
御
以
後
、
有
二

布
衣
始

儀
一

〈
日
来
執
権
権
中
納
言
俊
光
卿
以
二

御
点
一

催
レ

之
、
而
下
二

向
関
東
一

之

間
、
当
日
事
光
方
奉
二

行
之
一

〉、
上
皇
着
二

御
々
狩
衣
一
（
中
略
）、
先
レ

之

公
卿
・
殿
上
人
参
二

候
東
面
弘
御
所
一

、

・『
継
塵
記
』
正
安
三
年
二
月
八
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
）

〈
御
幸
始
事
在
レ

之
〉、
今
夜
布
衣
始
也
、
其
儀
前
右
大
臣
已
下
公
卿
著
二

弘

御
所
一

、
殿
上
人
・
予
以
下
控
候
、
次
自
二

北
御
障
子
一

出
御
（
中
略
）、
暫

著
二

御
御
座
一

、
少
時
入
御
、（
中
略
）
人
々
各
分
散
、

　

後
伏
見
の
御
幸
始
は
祖
父
帝
後
深
草
・
父
帝
伏
見
の
冷
泉
富
小
路
殿
で
あ
り
（
48
）、

後
嵯
峨
を
踏
襲
し
た
布
衣
始
で
あ
る
。
布
衣
始
参
加
の
公
卿
・
殿
上
人
は
御
点
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に
基
づ
き
院
の
御
教
書
で
招
集
さ
れ
る
こ
と
も
わ
か
る
（
49
）。

　

続
く
後
二
条
・
花
園
・
光
厳
の
う
ち
対
象
と
な
る
の
は
花
園
と
光
厳
だ
が

（
後
醍
醐
は
南
北
朝
時
代
へ
）、
花
園
は
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
三
月
十
五
日
に

御
幸
始
を
行
っ
て
い
る
が
（
50
）、

布
衣
始
は
未
確
認
。
光
厳
は
元
弘
三
年
（
一
三
三

三
）
五
月
十
七
日
に
廃
位
の
後
、
翌
建
武
元
年
正
月
二
十
九
日
に
御
幸
始
し
た
。

そ
の
次
第
は
『
御
幸
始
次
第
』
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
布
衣
始
の
記
述
は
な
く
（
51
）、

他
の
史
料
で
も
未
確
認
で
あ
る
。
し
か
し
、
廃
位
後
八
ヶ
月
経
っ
て
お
り
、
す

で
に
烏
帽
子
を
被
っ
て
い
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
布
衣
始
は
そ
の
名
称
が
土
御
門
で
の
初
見
後
定
着
し
、
後
嵯
峨
で
具

体
的
内
容
が
明
ら
か
と
な
り
、
以
後
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
し
、
父
帝
へ
の
御
幸
始
は
鳥
羽
以
来
原
則
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
御
幸
始

後
の
布
衣
始
の
骨
子
は
高
倉
・
後
白
河
で
み
え
る
よ
う
に
、
布
衣
始
は
院
政
期

以
降
の
流
れ
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
大
覚
寺
統
よ
り
も
持
明
院
統
の
事
例
が
目
立
つ
の
は
、
対
象
と
な
る

上
皇
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

四
、
南
北
朝
時
代
以
降
の
実
態

　

南
北
朝
時
代
は
、
南
朝
で
は
、
後
醍
醐
・
後
村
上
は
対
象
外
（
52
）。
長
慶
は
未
確

認
。
後
亀
山
は
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
二
月
二
十
三
日
に
尊
号
宣
下
さ
れ
て

い
る
が
（
53
）未
確
認
。
一
方
、
北
朝
で
は
異
例
が
多
い
が
い
ず
れ
も
確
認
で
き
、
室

町
時
代
に
続
い
て
い
く
。

◯
光
明
上
皇
：
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
十
月
二
十
七
日
譲
位

・『
園
太
暦
』
貞
和
四
年
十
一
月
二
十
八
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
に
も
所
収
）

抑
今
日
新
院
布
衣
始
也
、

　

光
明
の
退
位
儀
礼
と
そ
れ
に
至
る
過
程
は
『
園
太
暦
』
に
詳
細
に
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
う
ち
布
衣
始
に
限
れ
ば
、
光
明
は
譲
位
前
に
皇
太
子
興
仁
親
王

（
崇
光
）
と
土
御
門
殿
に
同
居
し
て
お
り
、
布
衣
始
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
は

光
明
譲
位
後
の
天
皇
・
上
皇
の
御
所
の
問
題
に
関
連
し
て
、
譲
位
前
か
ら
諸
卿

で
意
見
が
分
か
れ
た
。
い
ま
だ
元
服
前
で
あ
っ
た
興
仁
が
元
服
直
後
に
押
小
路

殿
に
遷
御
し
て
践
祚
し
、
布
衣
始
等
は
土
御
門
殿
で
行
う
の
が
手
っ
取
り
早
い

と
す
る
『
園
太
暦
』
記
主
洞
院
公
賢
の
意
見
に
対
し
、
九
条
経
教
は
、
上
皇
が

土
御
門
殿
か
ら
仙
洞
と
な
る
持
明
院
殿
に
御
幸
始
し
、
持
明
院
殿
で
布
衣
始
を

行
う
の
が
よ
い
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
（
54
）。
ち
な
み
に
経
教
の
意
見
は
高
倉
の
例

と
同
じ
で
あ
る
。

　

結
局
、
公
賢
の
意
見
が
通
っ
た
よ
う
で
、
十
月
二
十
七
日
に
興
仁
は
土
御
門

殿
で
元
服
し
、
直
後
に
押
小
路
殿
に
遷
御
し
て
践
祚
し
た
（
55
）。
土
御
門
殿
が
仙
洞

と
な
り
、
光
明
は
譲
位
ほ
ぼ
一
ヶ
月
後
の
十
一
月
二
十
五
日
に
尊
号
宣
下
さ
れ
（
56
）、

十
一
月
二
十
八
日
に
布
衣
始
と
な
っ
た
。
そ
の
場
所
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
土

御
門
殿
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
土
御
門
殿
か
ら
持
明
院
殿
へ
の
御
幸
始
も
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行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
日
程
は
布
衣
始
後
の
十
二
月
十
四
日
で
あ
っ
た
（
57
）。

な
お
、
十
一
月
十
一
日
に
花
園
が
崩
御
し
て
お
り
（
58
）、

諒
闇
の
な
か
で
の
布
衣
始

と
御
幸
始
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
光
明
の
布
衣
始
は
異
例
で
あ
る
。
十
一
月
十
八
日
に
は
光
明
か

ら
公
賢
に
退
位
儀
礼
に
つ
い
て
の
諮
問
が
あ
っ
た
。
公
賢
は
、
譲
位
後
尊
号
宣

下
さ
れ
な
い
ま
ま
「
旬
月
」
に
及
ぶ
の
は
「
先
規
不
二

打
任
一

」
こ
と
で
あ
り
、

布
衣
始
は
御
幸
始
と
同
日
に
行
う
の
が
「
常
例
」
だ
が
、
す
で
に
「
布
衣
輩
」

が
院
参
し
て
お
り
、「
別
可
レ

有
二

沙
汰
一

」
と
回
答
し
た
。
ま
た
、
御
幸
始
は
譲

位
後
三
十
日
を
過
ぎ
て
行
っ
て
も
問
題
な
い
と
回
答
し
た
（
59
）。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
異
例
の
元
は
尊
号
宣
下
の
遅
れ
に
あ
り
、
そ
れ
に
連
動
し

て
御
幸
始
も
布
衣
始
も
で
き
ず
、
か
か
る
な
か
で
布
衣
始
を
待
た
ず
に
布
衣
で

院
参
す
る
者
が
現
れ
、
そ
こ
で
布
衣
始
が
急
が
れ
、
御
幸
始
に
先
行
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

◯
崇
光
上
皇
：
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
十
一
月
七
日
廃
位

・『
園
太
暦
』
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
二
月
十
日
条

入
レ

夜
中
納
言
参
二

仙
洞
一

、
昨
日
有
レ

召
之
故
也
、
帰
来
云
、
新
宮
并
宮

〈
可
レ

申
二

先
坊
一

歟
〉
御
烏
帽
体
可
レ

令
二

拝
見
一

云
々
、
仍
御
方
々
出
御
、

拝
見
之
、
院
司
な
と
被
レ

下
二

交
名
一

、
布
衣
始
之
後
、
可
レ

召
二

烏
帽
、
然

而
今
度
儀
旁
有
二

御
恐
怖
一

、
仍
先
如
レ

此
御
沙
汰
也
、
但
御
狩
衣
者
、
布

衣
始
之
後
可
二

著
御
一

、
仍
今
日
樺
桜
御
狩
衣
直
衣
・
御
大
口
、
宮
者
桜
萌

木
御
狩
衣
直
衣
・
紫
御
指
貫
著
二

御
之
一

、

　

崇
光
は
観
応
の
擾
乱
に
と
も
な
う
一
時
的
な
南
北
朝
合
一
で
廃
位
と
な
り
、

観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
十
二
月
二
十
八
日
に
尊
号
宣
下
さ
れ
（
60
）、

そ
の
後
に
み

え
る
の
が
引
用
史
料
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
南
朝
を
憚
っ
て
正
式
の
布
衣
始
は
行
わ
ず
、
中
納
言
（
61
）だ

け

を
仙
洞
に
召
し
て
、「
新
宮
」（
新
院
の
誤
り
）
崇
光
と
、「
宮
」
つ
ま
り
崇
光
の

廃
位
に
伴
っ
て
廃
太
子
と
な
っ
た
直
仁
親
王
が
烏
帽
子
姿
で
出
御
し
た
。
し
か

も
崇
光
・
直
仁
の
装
束
は
狩
衣
で
は
な
く
、
狩
衣
直
衣
（
小
直
衣（62
））

で
あ
り
、

崇
光
は
さ
ら
に
指
貫
で
は
な
く
大
口
を
着
用
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
略
儀
の
布

衣
始
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

布
衣
始
と
は
上
皇
・
臣
下
が
烏
帽
子
姿
で
対
面
す
る
だ
け
の
儀
礼
で
あ
る
こ

と
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
引
用
史
料
か
ら
も
上
皇
の
烏
帽
子
姿
を
拝
見
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
皇
太
子
も
烏
帽
子
を
着
用
し
な

い
か
ら
、
廃
太
子
の
烏
帽
子
姿
を
拝
見
す
る
こ
と
も
同
様
に
重
要
に
な
る
（
63
）。

さ

ら
に
布
衣
始
で
は
上
皇
が
烏
帽
子
と
と
も
に
狩
衣
を
着
用
す
る
こ
と
も
重
要
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

崇
光
が
着
用
し
た
大
口
と
は
、
束
帯
で
着
用
す
る
赤
い
肌
袴
（
肌
着
の
袴
）

で
あ
り
、
小
直
衣
は
狩
衣
の
裾
に
襴
を
取
り
付
け
た
構
造
の
狩
衣
と
直
衣
の
折

衷
様
式
の
上
着
で
、
そ
こ
で
狩
衣
直
衣
と
も
い
い
、
有
襴
狩
衣
と
も
い
う
。
つ
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ま
り
崇
光
の
装
束
は
引
直
衣
に
類
似
す
る
。
し
か
し
、
引
直
衣
な
ら
ば
冠
で
な

け
れ
ば
な
い
が
、
烏
帽
子
で
あ
る
か
ら
小
直
衣
に
大
口
と
い
う
妥
協
し
た
姿
と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

◯
後
光
厳
上
皇
：
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
三
月
二
十
三
日
譲
位

・『
後
愚
昧
記
』
応
安
四
年
閏
三
月
二
十
二
日
条

今
夜
布
衣
始
云
々
（
64
）、

・『
後
深
心
院
関
白
記
』
応
安
四
年
閏
三
月
二
十
二
日
条

今
日
布
衣
始
云
々
、

・『
兼
綱
公
記
』
応
安
四
年
閏
三
月
二
十
二
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
）

昨
日
還
御
已
後
、
可
レ

有
二

御
狩
衣
始
一

之
由
有
二

其
沙
汰
一

、（
中
略
）
而
去

夜
延
引
、
今
日
有
二

此
事
一

云
々
、

　

後
光
厳
の
布
衣
始
は
、
本
来
は
二
十
一
日
の
御
幸
始
か
ら
の
還
御
後
に
行
う

予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
翌
日
に
延
引
さ
れ
た
。
御
幸
始
は
仙
洞
柳
原
殿
（
65
）か

ら
「
北
山
」
に
対
し
て
行
わ
れ
た
（
66
）。
御
幸
始
翌
日
の
布
衣
始
は
異
例
だ
が
、
御

幸
始
還
御
が
深
夜
に
な
っ
た
の
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
（
67
）。

な
お
、
こ
の
布
衣
始

も
弘
御
所
で
行
わ
れ
た
（
68
）。

　

ま
た
、
御
幸
先
の
「
北
山
」
は
後
光
厳
後
宮
二
位
局
日
野
宣
子
の
北
山
亭
と

考
え
ら
れ
る
。
宣
子
は
、
日
野
資
名
の
息
女
で
西
園
寺
実
俊
の
妾
で
あ
り
（
69
）、

か

つ
後
光
厳
の
「
御
介
錯
」
つ
ま
り
後
見
で
あ
り
（
70
）、

北
山
に
邸
宅
が
あ
っ
た
（
71
）。

つ
ま
り
尊
属
へ
の
御
幸
始
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
光
厳
の
父
母
（
光
厳
と
陽

禄
門
院
三
条
秀
子
）
は
す
で
に
崩
御
し
て
お
り
（
72
）、

後
見
と
し
て
母
親
代
わ
り
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
宣
子
の
も
と
へ
御
幸
始
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、『
兼
綱
公
記
』
は
布
衣
始
を
「
御
狩
衣
始
」
と
記
す
が
、
他
に
例
が

な
い
。

◯
後
円
融
上
皇
：
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
四
月
十
一
日
譲
位

・『
後
愚
昧
記
』
永
徳
二
年
四
月
二
十
八
日
条

今
日
御
幸
始
也
、
布
衣
始
、

・『
良
賢
入
道
記
』
永
徳
二
年
四
月
二
十
八
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
）

〈
御
幸
始
事
在
之
〉、
今
夜
還
御
已
後
、
有
二

布
衣
始
一

、

　

後
円
融
の
布
衣
始
は
御
幸
始
還
御
後
に
行
わ
れ
た
が
、
詳
し
い
こ
と
は
未
確
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認
で
あ
る
。

◯
後
小
松
上
皇
：
応
永
十
九
年
（
一
四
一
二
）
八
月
二
十
九
日
譲
位

・『
兼
宣
公
記
』
応
永
十
九
年
十
月
十
四
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
に
も
所
収
）

申
始
着
二

狩
衣
一

、（
中
略
）
参
二

三
宝
院
一

、
是
今
日
仙
洞
御
布
衣
始
也
、

内
相
府
自
二

此
坊
一

可
レ

有
二

御
参
一

之
間
所
レ

参
也
、（
中
略
）
御
二

参
仙
洞
一

、

（
中
略
）
直
御
二

参
広
御
所
一
（
中
略
）、
公
卿
悉
着
座
後
、
出
御
〈
諸
卿
動

座
〉、
御
安
座
後
公
卿
復
座
、
次
殿
上
人
参
進
候
レ

廂
、
次
上
皇
入
御
〈
諸

卿
如
レ

元
動
座
〉、
入
御
後
次
第
復
座
、
則
下
﨟
退
出
、
次
〈
内
相
府
〉
御
二
　

参
御
前
一

、
大
納
言
殿
同
御
参
、
執
権
・
余
等
同
参
仕
、
及
二

数
献
御
盃
一

者
也
、

・『
教
興
卿
記
』
応
永
十
九
年
十
月
十
四
日
条

仙
洞
御
布
衣
始
（
73
）、

・『
山
科
家
礼
記
』
応
永
十
九
年
十
月
十
四
日
条

今
日
仙
洞
御
布
衣
始
也
、

　

引
用
の
『
兼
宣
公
記
』
が
南
北
朝
・
室
町
時
代
で
管
見
唯
一
の
（
正
式
の
布

衣
始
で
は
な
い
崇
光
の
例
を
の
ぞ
い
て
）、
布
衣
始
の
具
体
的
内
容
を
記
す
史
料

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
仙
洞
弘
御
所
（
殿
上
人
は
廂
）
で
上
皇
と
臣
下
が

対
面
し
て
散
会
と
い
う
鎌
倉
時
代
と
同
様
の
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
引

用
は
省
略
し
た
が
、
上
皇
の
装
束
も
烏
帽
子
に
白
狩
衣
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
御
幸
始
は
九
月
二
十
七
日
に
足
利
義
持
の
室
町
殿
に
対
し
て
行
わ

れ
た
（
74
）。

こ
れ
は
後
小
松
の
父
母
（
後
円
融
・
通
陽
門
院
三
条
厳
子
）
が
す
で
に
崩

御
（
75
）し

て
い
る
た
め
だ
が
、
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
半
月
後
の
布
衣
始
と
い
う
日
程
は
異

例
で
あ
る
。
ま
た
、
今
回
の
布
衣
始
は
対
面
後
、
下
﨟
は
定
例
通
り
に
散
会
し

た
が
、
義
持
と
上
﨟
は
上
皇
の
御
前
で
盃
酒
に
及
ん
だ
の
も
初
例
で
あ
り
、
異

例
で
あ
る
。
こ
れ
は
義
持
が
布
衣
始
に
参
加
し
た
た
め
の
特
例
で
あ
ろ
う
（
76
）。

続

く
称
光
は
対
象
外
で
あ
る
。

◯
後
崇
光
上
皇
：
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
十
一
月
二
十
七
日
尊
号
宣
下

・『
看
聞
日
記
』
文
安
四
年
十
一
月
三
十
日
条

今
日
布
衣
始
也
、
政
賢
朝
臣
〈
萌
木
狩
衣
〉・
永
親
〈
布
衣
〉・
経
秀
〈
布

衣
〉
参
、
殊
更
有
二

一
献
一

、

・『
康
富
記
』
文
安
四
年
十
一
月
三
十
日
条
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洞
中
儀
、
自
二

二
十
七
日
一

至
二

昨
日
一

三
ヶ
日
、
伺
候
之
輩
衣
冠
也
、
今
日

各
著
二

布
衣
一

可
レ

参
之
由
被
レ

仰
レ

之
、
今
日
著
二

布
衣
一

人
々
参
入
云
々
、

上
無
下

被
レ

直
二

御
冠
一

之
儀
上

之
間
、
布
衣
始
之
儀
別
不
レ

被
レ

行
云
々
、

・『
建
内
記
』
文
安
四
年
十
一
月
三
十
日
条

今
日
、
遣
二

使
綾
少
路
中
将
〈
有
俊
朝
臣
〉一
相
尋
云
、
伏
見
殿
参
賀
人
々

時
服
事
如
何
見
及
哉
、
不
レ

具
之
間
、
未
レ

及
二

参
賀
一

者
、
一
昨
日
〈
近

衛
〉
前
関
白
著
二

小
直
衣
一

被
二

参
賀
一

了
、
院
中
布
衣
始
以
前
也
、
不
審
、

今
日
仙
院
布
衣
始
也
云
々
、
於
レ

今
者
御
小
直
衣
何
事
之
有
乎
之
由
、
有

俊
朝
臣
返
答
也
、
今
日
、
院
中
布
衣
始
儀
、
可
二

尋
記
一

、

　

後
崇
光
は
十
一
月
二
十
七
日
に
尊
号
宣
下
さ
れ
（
77
）、
三
十
日
に
布
衣
始
と
な
っ

た
が
、
す
べ
て
が
異
例
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
後
崇
光
は
即
位
し
て
お
ら
ず
、
皇

子
後
花
園
が
即
位
し
た
た
め
の
尊
号
宣
下
で
あ
り
、
し
か
も
す
で
に
出
家
し
て

い
た
（
78
）。
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
後
高
倉
と
同
様
だ
が
、
後
高
倉
は
高
倉
の
皇
子
だ

が
、
後
崇
光
は
崇
光
の
孫
で
あ
る
。
ま
た
、
後
高
倉
は
後
堀
河
践
祚
直
後
に
尊

号
宣
下
さ
れ
た
が
（
79
）、
後
崇
光
は
後
花
園
践
祚
後
十
九
年
も
経
っ
て
か
ら
の
尊
号

宣
下
で
あ
る
（
80
）。
そ
こ
で
、『
建
内
記
』
十
一
月
十
九
日
条
で
は
、
今
回
の
尊
号

宣
下
を
前
例
の
な
い
「
新
儀
」
と
し
て
い
る
（
81
）。

　

布
衣
始
に
し
て
も
、
同
じ
く
『
建
内
記
』
十
一
月
十
九
日
条
に
、

帝
位
御
脱
履
（
屣
）
已
後
尊
号
之
時
、
未
レ

被
レ

改
二

帝
者
之
衣
服
一

□
□
被
レ
　

改
之
時
為
二

布
衣
始
一

者
也
、
元
来
非
二

帝
位
一

者
、
今
更
布
□
□
如
何

（「
布
□
□
」
は
「
布
衣
始
」）、

と
み
え
る
。
記
主
万
里
小
路
時
房
は
、
譲
位
後
尊
号
を
得
て
「
帝
者
之
衣
服
」

を
改
め
る
の
が
布
衣
始
で
あ
り
、
元
来
「
帝
位
」
に
な
か
っ
た
後
崇
光
の
布
衣

始
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
尊
号
宣
下
以
前
の
後
崇
光
は
一
親

王
に
す
ぎ
ず
、
人
々
は
烏
帽
子
姿
で
対
面
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
建
内

記
』
三
十
日
条
で
、
前
関
白
近
衛
房
嗣
が
布
衣
始
前
に
小
直
衣
で
院
参
し
た
の

も
そ
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
『
看
聞
日
記
』『
建
内
記
』
で
は
三
十
日
の

行
為
を
「
布
衣
始
」
と
記
し
て
い
る
が
、『
康
富
記
』
で
は
、
後
崇
光
が
冠
を

烏
帽
子
に
替
え
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、「
布
衣
始
之
儀
別
不
レ

被
レ

行
云
々
」

と
、
当
日
の
儀
を
布
衣
始
と
認
め
て
い
な
い
。

　

た
だ
し
、『
康
富
記
』
に
よ
れ
ば
、
人
々
は
尊
号
宣
下
の
日
か
ら
三
日
間
は

衣
冠
つ
ま
り
冠
姿
で
後
崇
光
の
も
と
に
祗
候
し
、
三
十
日
に
烏
帽
子
狩
衣
で
院

参
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
便
宜
的
で
あ
れ
布
衣
始
の
体
裁
を
守
っ
た
の
で
あ
る
。

　

続
く
後
花
園
は
御
幸
始
は
行
っ
て
い
る
が
（
82
）、
布
衣
始
は
未
確
認
。
次
の
後
土

御
門
・
後
柏
原
・
後
奈
良
と
戦
国
時
代
は
対
象
外
が
続
き
、
安
土
桃
山
時
代
の

正
親
町
と
な
る
が
、
正
親
町
は
未
確
認
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
は
後
陽
成
以
降

の
江
戸
時
代
は
調
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、『
続
史
愚
抄
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
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時
代
の
多
く
の
上
皇
で
布
衣
始
を
確
認
し
た
（
83
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
布
衣
始
の
伝
統
は
北
朝
を
経
て
室
町
時
代
に
継
承
さ
れ
た

が
、
室
町
時
代
は
異
例
が
多
く
な
っ
た
。
や
が
て
戦
国
時
代
の
混
乱
の
な
か
で

対
象
外
が
続
き
、
布
衣
始
も
形
骸
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
江

戸
時
代
に
入
っ
て
復
活
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
布
衣
始
の
実
態
を
追
っ
た
。
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束
の
相
違
は
摂
関

期
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
上
皇
が
布
衣
（
烏
帽
子
狩
衣
）
を
着
用
す
る
と

い
う
行
為
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
平
安
末
期
の
高
倉
・
後
白
河
か
ら

で
あ
り
、
そ
れ
が
布
衣
始
と
い
う
儀
礼
と
し
て
完
成
し
、
天
皇
退
位
儀
礼
の
一

環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
鎌
倉
時
代
、
特
に
後
嵯
峨
以
降

で
あ
る
。
南
北
朝
時
代
に
は
北
朝
に
継
承
さ
れ
た
が
、
室
町
時
代
に
は
異
例
が

多
く
な
る
。
戦
国
時
代
に
は
対
象
外
の
天
皇
が
続
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
形
骸
化

し
た
と
考
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
で
復
活
す
る
と
い
う
流
れ
が
わ
か
っ
た
。

　

ま
た
、
布
衣
始
と
は
、
父
帝
を
原
則
と
す
る
尊
属
へ
の
御
幸
始
か
ら
の
還
御

後
に
、
仙
洞
弘
御
所
で
上
皇
・
臣
下
が
布
衣
（
烏
帽
子
狩
衣
〈
一
部
は
烏
帽
子
直

衣
〉）
で
対
面
す
る
だ
け
の
儀
礼
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　

次
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
か
か
る
布
衣
始
と
政
治
史
、
特
に

院
政
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
本
稿
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
布
衣
始

に
臣
下
の
う
ち
誰
が
参
加
し
て
い
る
か
も
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
を
本
稿
で
考
察
す
る
余
裕
は
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、

若
干
の
見
通
し
は
提
示
し
て
お
く
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
後
嵯
峨
か
ら
布
衣
始
の
実
態
が
明
確
に
な
り
、
以
後
定

着
す
る
点
で
あ
る
。
白
河
か
ら
後
鳥
羽
ま
で
の
院
政
は
「
専
制
的
院
政
」、
後

嵯
峨
以
降
の
院
政
は
「
制
度
化
さ
れ
た
院
政
」
と
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
84
）、

院
伝
奏
や
院
評
定
制
と
い
っ
た
院
政
を
運
営
す
る
制
度
の
確
立
は
後
嵯
峨
か
ら

で
あ
る
（
85
）。

布
衣
始
の
成
立
と
定
着
も
か
か
る
流
れ
の
一
環
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
か
。

　

し
か
も
布
衣
始
が
行
わ
れ
た
場
所
は
仙
洞
弘
御
所
で
あ
る
。
弘
御
所
は
後
鳥

羽
の
仙
洞
で
成
立
し
、
本
来
は
和
歌
会
等
の
遊
興
（
芸
能
）
の
場
で
あ
っ
た
が
、

後
嵯
峨
以
降
、
伝
奏
や
評
定
が
行
わ
れ
る
院
政
の
ま
さ
に
中
心
的
場
と
な
っ
た
（
86
）。

か
か
る
性
格
の
弘
御
所
で
布
衣
始
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
布
衣
始
と

は
院
政
の
い
わ
ば
開
始
儀
礼
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
儀
礼

で
布
衣
姿
つ
ま
り
烏
帽
子
狩
衣
姿
が
ま
さ
に
可
視
的
身
分
標
識
の
役
割
を
果
た

し
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
上
皇
・
臣
下
が
布
衣
姿
で
対
面
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
布
衣
姿

を
確
認
し
あ
う
、
特
に
天
皇
と
は
異
な
る
上
皇
の
烏
帽
子
狩
衣
姿
を
臣
下
が
確

認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
布
衣
始
の
意
義
は
、
冠
だ
け
を
被
り
、
限
定
さ

れ
た
冠
対
応
装
束
し
か
着
用
し
な
か
っ
た
天
皇
が
、
上
皇
に
な
っ
て
布
衣
（
烏

帽
子
狩
衣
）
を
着
用
し
、
臣
下
も
そ
れ
に
対
応
し
て
布
衣
で
院
参
す
る
と
い
う
、

そ
の
明
確
な
可
視
的
変
化
を
君
臣
で
確
認
し
合
う
点
に
こ
そ
あ
っ
た
と
考
え
ら
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（
５
）　

例
え
ば
『
国
史
大
辞
典
12
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）「
布
衣
始
」

で
は
「
天
皇
が
退
位
し
て
上
皇
と
な
っ
て
か
ら
行
う
一
連
の
事
始
の
一
つ
」
と

し
て
、『
名
目
抄
』
の
引
用
と
布
衣
（
狩
衣
）
お
よ
び
狩
衣
に
は
烏
帽
子
を
被

る
と
い
う
説
明
が
あ
る
が
、
天
皇
が
烏
帽
子
や
狩
衣
を
着
用
し
な
い
と
い
う
説

明
は
な
い
（
橋
本
義
彦
氏
執
筆
、
鈴
木
敬
三
編
『
有
識
故
実
大
辞
典
』〈
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
六
年
〉
再
録
）。
一
方
、『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
、

一
九
九
四
年
）「
院
布
衣
始
」
で
は
「
天
皇
譲
位
後
、
初
め
て
布
衣
（
布
の
狩

衣
）
を
着
用
す
る
こ
と
。
在
位
中
は
布
衣
を
着
用
し
な
い
が
、「
太
上
天
皇
已

下
随
レ

便
服
用
無
レ

所
レ

限
」（『
西
宮
記
』
一
七
）
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

『
名
目
鈔
』
は
、
こ
の
時
烏
帽
子
も
用
い
始
め
る
と
し
て
い
る
」
と
あ
り
（
藤

木
邦
彦
氏
執
筆
）、
天
皇
が
布
衣
を
着
用
し
な
い
こ
と
は
記
し
て
い
る
が
、
布

衣
は
布
狩
衣
に
限
定
で
き
な
い
し
、
な
に
よ
り
も
布
衣
（
狩
衣
）
が
烏
帽
子
対

応
装
束
で
あ
る
点
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
天
皇
が
烏
帽
子
を
被
ら
な
い
こ
と

も
理
解
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、「
布
衣
始
」『
日
本
国

語
大
辞
典
11
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
六
年
〈
第
二
版
五
刷
〉）
は
、
用
語
の
解
説

だ
け
だ
が
正
確
で
あ
る
。
ま
た
、
記
述
が
正
確
な
う
え
に
、「
上
皇
が
皇
位
の

束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
意
味
あ
い
」
を
持
つ
と
そ
の
意
義
に
ま
で
言
及
し
て
い

る
の
が
『
日
本
史
広
辞
典
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）「
布
衣
始
」
で
あ

る
。

（
６
）　
『
群
書
類
従
』
第
八
輯
（
装
束
部
）
所
収
。

（
７
）　
「
ホ
ウ
イ
」
の
仮
名
は
『
群
書
類
従
』
本
と
『
禁
中
方
名
目
抄
校
註
』
に

み
え
る
。
し
か
し
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
』
所

収
『
名
目
抄
』（
Ｈ
│
600
│
878
ウ
函
73
）
に
は
み
え
な
い
。

れ
る
。

　

か
か
る
布
衣
始
に
つ
い
て
は
、
装
束
の
可
視
的
身
分
標
識
と
し
て
の
機
能
を

理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
単
に
天
皇
譲
位
後
に
行
わ
れ
る
様
々
な
「
事
始
」
の

一
環
に
過
ぎ
な
い
と
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
装
束
の
可
視
的
身
分
標
識
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
と
も
体
現
す
る

の
が
天
皇
装
束
で
あ
る
点
を
理
解
し
て
い
れ
ば
、
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

天
皇
装
束
が
そ
れ
だ
け
特
別
で
あ
っ
た
か
ら
布
衣
始
と
い
う
儀
礼
も
成
立
し
た

の
で
あ
る
。
布
衣
始
は
、
い
わ
ば
天
皇
の
王
権
か
ら
上
皇
（「
治
天
の
君
」）
と

い
う
新
た
な
王
権
へ
の
移
行
を
、
可
視
的
に
提
示
す
る
儀
礼
で
あ
っ
た
と
言
い

換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。

注（
１
）　

近
藤
好
和
『
装
束
の
日
本
史
│
平
安
貴
族
は
何
を
着
て
い
た
の
か
』（
平

凡
社
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
装
束
か
ら
見
た
天
皇
の
人
生
」（『
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
四
一
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
天
皇
と
装
束
」

（
河
添
房
江
編
『
王
朝
文
学
と
服
飾
・
容
飾
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
２
）　

布
衣
始
に
つ
い
て
は
、
前
注
前
掲
二
論
文
（
二
〇
〇
八
年
・
二
〇
一
〇

年
）
で
も
ふ
れ
て
い
る
。

（
３
）　
『
群
書
類
従
』
第
二
十
六
輯
（
雑
部
）
所
収
。
な
お
、『
群
書
類
従
』
は
続

群
書
類
従
完
成
会
本
（
初
版
一
九
三
二
年
）
を
使
用
。
以
下
、
同
じ
。

（
４
）　
『
改
訂
増
補
故
実
叢
書
10
』（
明
治
図
書
出
版
、
一
九
九
三
年
）
所
収
。
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（
８
）　
「
ホ
ウ
イ
ハ
ジ
メ
」
の
仮
名
は
、『
群
書
類
従
』
本
・『
禁
中
方
名
目
抄
校

註
』・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
』
所
収
本
い
ず
れ

に
も
み
え
る
。

（
９
）　
『
群
書
類
従
』
第
二
十
六
輯
（
雑
部
）
所
収
。
そ
の
注
釈
書
と
し
て
牟
田

栄
安
（
橘
泉
）
の
『
禁
秘
抄
考
註
』（『
改
訂
増
補
故
実
叢
書
22
』〈
明
治
図
書

出
版
、
一
九
九
三
年
〉）
が
あ
る
。

（
10
）　

こ
の
こ
と
は
、
大
江
匡
房
の
『
江
家
次
第
』
巻
十
「
五
節
帳
台
試
」（『
改

訂
増
補
故
実
叢
書
２
』〈
明
治
図
書
出
版
、
一
九
九
三
年
〉）
に
「
主
上
出
御

〈
御
直
衣
・
御
奴
袴
・
御
沓
〉」
と
あ
り
（「
奴
袴
」
は
指
貫
の
別
表
記
）、
藤
原

伊
通
の
『
大
槐
秘
抄
』（『
群
書
類
従
』
第
二
十
八
輯
〈
雑
部
〉
所
収
）
に
も
み

え
る
。
ま
た
、
三
条
西
実
隆
の
『
装
束
抄
』（『
群
書
類
従
』
第
八
輯
〈
装
束

部
〉
所
収
）
に
は
、
天
皇
が
指
貫
を
着
用
す
る
機
会
と
し
て
「
殿
上
淵
酔
ノ

夜
」
も
加
わ
る
。

（
11
）　
『
改
定
増
補
故
実
叢
書
６
・
７
』（
明
治
図
書
出
版
、
一
九
九
三
年
）。

（
12
）　

後
醍
醐
ま
で
の
各
天
皇
の
譲
位
の
日
時
と
場
所
は
、
詫
間
直
樹
編
『
皇
居

行
幸
年
表
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
っ
た
。

（
13
）　

以
下
、
本
稿
の
引
用
史
料
は
す
べ
て
、
旧
漢
字
（
正
字
）・
異
体
字
を
当

用
漢
字
に
改
め
、
ま
た
返
り
点
を
施
し
、
一
部
は
読
点
を
改
め
た
。
さ
ら
に
細

字
・
割
書
は
す
べ
て
〈　

〉
に
入
れ
て
表
記
し
た
。

（
14
）　

山
中
裕
編
『
御
堂
関
白
記
全
註
釈　
長
和
五
年
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇

九
年
）
で
は
「
夜
御
装
束
」
に
「
日
常
的
な
装
束
と
烏
帽
子
を
献
上
し
た
」
と

註
釈
を
付
け
、
そ
の
理
由
を
三
月
二
十
三
日
に
三
条
が
枇
杷
殿
北
対
か
ら
寝
殿

に
移
る
こ
と
に
求
め
て
お
り
（
川
村
佐
和
氏
執
筆
）、
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束

が
峻
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
布
衣
始
の
こ
と
な
ど
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

（
15
）　

年
始
最
初
の
御
幸
も
御
幸
始
で
あ
る
。

（
16
）　
『
百
錬
抄
』
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
七
月
十
七
日
条
に
「
新
院
崩
御

〈
御
年
十
三
（
中
略
）
童
形
〉」
と
あ
る
。『
百
錬
抄
』
は
、『
新
訂
増
補
国
史
大

系
』
本
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
を
使
用
（
以
下
、
同
じ
）。

（
17
）　
『
玉
葉
』
当
日
条
に
も
「
上
皇
初
度
御
幸
」
と
あ
る
。『
玉
葉
』
は
、
名
著

刊
行
会
本
（
一
九
七
九
年
）
を
使
用
（
以
下
、
同
じ
）。

（
18
）　
『
山
槐
記
』『
玉
葉
』
各
二
月
二
十
八
日
条
、『
山
槐
記
』
三
月
四
日
条
。

（
19
）　
『
園
太
暦
』
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
九
月
三
日
条
に
、
後
醍
醐
ま
で
の

旧
帝
譲
位
と
新
帝
践
祚
の
御
所
が
別
個
で
あ
る
例
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
高
倉
以
前
に
も
、
後
一
条
・
後
三
条
・
堀
河
・
鳥
羽
・
後
白
河
の
例

が
み
え
る
。

（
20
）　
『
山
槐
記
』
当
日
条
。

（
21
）　
『
山
槐
記
』
三
月
八
日
条
に
「
院
中
未
レ

被
レ

仰
二

下
直
衣
之
由
一

」
と
あ
る
。

「
直
衣
」
は
「
布
衣
」
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

（
22
）　

後
鳥
羽
譲
位
の
正
月
十
一
日
に
東
宮
は
藤
原
基
通
亭
か
ら
閑
院
に
遷
行
し

て
践
祚
し
（『
明
月
記
』『
玉
葉
』
各
当
日
条
）、
後
鳥
羽
の
内
裏
で
あ
っ
た
大

炊
御
門
殿
が
仙
洞
と
な
っ
た
。

（
23
）　
『
三
長
記
』
当
日
条
。

（
24
）　
『
明
月
記
』
正
月
二
十
一
日
条
に
は
「
未
時
計
参
二
八
条
殿
一
〈
今
日
布
衣
、

雖
レ

未
レ

被
レ

仰
二

布
衣
一

、
於
レ

今
者
冠
又
還
可
レ

為
二

鳴
呼
一

、
又
被
レ

仰
二

布
衣
之

由
一

之
条
似
レ

擬
二

院
中
一

、
只
漸
自
然
恩
免
何
事
有
乎
由
、
一
日
有
二

御
沙
汰
一

、

故
着
レ

之
〉」
と
あ
る
。
八
条
殿
と
は
八
条
院
暲
子
内
親
王
の
こ
と
で
あ
り
、
女
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布衣始について

院
に
も
布
衣
始
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
た
ま
た
ま
同
日
条
に
記

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
後
鳥
羽
の
布
衣
始
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

「
於
レ

今
者
冠
又
還
可
レ

為
二

鳴
呼
一

」
と
あ
る
の
は
、
八
条
院
が
す
で
に
出
家
し

て
い
る
た
め
か
。『
明
月
記
』
は
、
国
書
刊
行
会
本
（
一
九
七
〇
年
）
を
使
用
。

（
25
）　
『
大
日
本
史
料
』
四
編
之
十
所
収
。

（
26
）　
『
百
錬
抄
』
当
日
条
な
ど
。

（
27
）　

黒
川
春
村
編
『
歴
代
残
闕
日
記
12
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
復
刊
）

所
収
。

（
28
）　
『
百
錬
抄
』
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
四
月
二
十
六
日
条
に
「
今
夕
、
新

院
初
御
二

幸
高
陽
院
一

」
と
あ
る
。

（
29
）　
『
百
錬
抄
』
承
久
三
年
八
月
二
十
三
日
条
に
「
院
御
幸
始
」
と
あ
る
。

（
30
）　

後
高
倉
の
出
家
は
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
三
月
二
十
六
日
、
尊
号
宣
下

は
承
久
三
年
八
月
十
六
日
（『
百
錬
抄
』
当
日
条
）。

（
31
）　
『
岡
屋
関
白
記
』
別
記
『
御
譲
位
御
即
位
記
』（（
財
）
陽
明
文
庫
編
『
陽

明
叢
書
６　
岡
屋
関
白
記
・
深
心
院
関
白
記
・
後
知
足
院
関
白
記
』
思
文
閣
出

版
、
一
九
八
四
年
）、『
百
錬
抄
』
当
日
条
。

（
32
）　
『
百
錬
抄
』
当
日
条
に
「
上
皇
御
幸
始
也
」
と
あ
る
。

（
33
）　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
』
所
収
（
Ｈ
│
600
│

168
せ
函
26
）。
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
十
二
月
中
旬
に
部
類
し
た
由
を
記
す
後

西
の
奥
書
が
あ
る
。
な
お
、『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
』
は
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
よ
り
目
録
が
刊
行
さ
れ
、
ま
た
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
全
文
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
公
開
も
始
ま
っ
た
（
と
も
に
二
〇
〇
九
年
三
月
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
本

稿
に
関
係
の
あ
る
史
料
と
し
て
『
御
幸
始
次
第
』（
Ｈ
│
600
│
778
ゑ
函
5-38
、『
続

群
書
類
従
』
第
四
輯
上
〈
帝
王
部
〉
に
も
所
収
）『
御
幸
始
部
類
記
』（
Ｈ
│
600

│
780
ゑ
函
5-40
）『
御
幸
始
布
衣
始
記
』（
Ｈ
│
600
│
146
せ
函
４
）『
伏
見
院
御
幸
始

記
』（
Ｈ
│
600
│
140
し
函
57
）
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
布
衣
始
」
が
出
て
く
る
の

は
、『
御
幸
始
部
類
記
』
以
下
の
三
史
料
で
あ
る
。
し
か
し
、『
御
幸
始
部
類

記
』
所
収
史
料
は
す
べ
て
『
布
衣
始
部
類
記
』
に
重
複
。『
伏
見
院
御
幸
始
記
』

は
『
公
衡
公
記
』
別
記
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
八
月
五
日
条
で
、
こ
れ
も

『
布
衣
始
部
類
記
』
と
重
複
。『
御
幸
始
布
衣
始
記
』
は
独
自
だ
が
、
亀
山
上
皇

の
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
二
月
七
日
の
御
幸
始
・
布
衣
始
の
記
事
で
あ
り
、

布
衣
始
に
関
し
て
は
御
幸
始
還
御
の
後
に
そ
れ
が
あ
っ
た
由
と
参
加
の
公
卿
・

殿
上
人
の
交
名
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。『
布
衣
始
部
類
記
』
と
重
複

す
る
史
料
は
多
少
の
字
の
異
同
は
あ
る
が
内
容
は
同
様
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で

は
収
録
数
が
も
っ
と
も
多
い
『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
史
料
だ
け
を
引
用
す
る

こ
と
と
す
る
。

（
34
）　
『
百
錬
抄
』
当
日
条
に
も
「
今
日
、
上
皇
御
尊
号
後
、
始
御
二

幸
承
明
門
院

〈
土
御
門
殿
〉一
、（
中
略
）
院
御
直
衣
始
」
と
み
え
る
。「
院
御
直
衣
始
」
は

「
院
御
布
衣
始
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
35
）　
『
陽
龍
記
』
で
は
「
御
布
衣
始
」
と
あ
る
。
注
（
１
）
前
掲
論
文
（
二
〇

〇
八
年
）
で
は
「
天
皇
が
冠
か
ら
烏
帽
子
に
着
替
え
る
こ
と
が
御
布
衣
始
で
、

そ
れ
と
同
時
に
臣
下
が
烏
帽
子
（
烏
帽
子
対
応
装
束
）
で
は
じ
め
て
上
皇
に
対

す
る
こ
と
が
布
衣
始
と
区
別
し
て
い
る
」
と
し
た
。
上
皇
の
立
場
か
ら
の
呼
称

が
御
布
衣
始
で
、
臣
下
の
立
場
か
ら
の
呼
称
が
布
衣
始
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
36
）　

鳥
羽
は
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
七
月
二
日
、
後
白
河
は
建
久
三
年
（
一

一
九
二
）
三
月
十
三
日
、
土
御
門
は
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
十
月
十
一
日
に
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崩
御
。

（
37
）　

治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
十
一
月
二
十
日
に
鳥
羽
殿
に
幽
閉
（『
山
槐
記
』

当
日
条
）。

（
38
）　

待
賢
門
院
は
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
八
月
二
十
二
日
、
建
春
門
院
は
安

元
二
年
（
一
一
七
六
）
七
月
八
日
に
崩
御
。
源
通
子
は
承
久
三
年
（
一
二
二

一
）
八
月
没
。

（
39
）　
『
園
太
暦
』
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
十
一
月
二
十
九
日
条
に
「
脱
屣
御

幸
始
、
延
久
幸
二

陽
明
門
院
一

以
後
、
度
々
幸
二

女
院
一

有
二

佳
例
一

」
と
あ
り
、
後

三
条
が
母
陽
明
門
院
禎
子
内
親
王
に
御
幸
始
し
て
以
来
、
女
院
（
母
・
祖
母
）

へ
の
御
幸
始
は
度
々
の
佳
例
と
い
う
。
な
お
、
後
三
条
の
御
幸
始
は
『
為
房
卿

記
』
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
正
月
八
日
条
（『
史
聚
』
十
〈
一
九
七
九
年
〉

所
収
）
に
み
え
る
。
ち
な
み
に
布
衣
始
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
40
）　
『
不
知
記
』
と
し
て
『
布
衣
始
部
類
記
』
に
も
所
収
。
な
お
、
亀
山
の
布

衣
始
は
『
続
史
愚
抄
』
に
も
み
え
る
が
省
略
す
る
。
以
下
、『
続
史
愚
抄
』
は
、

そ
れ
だ
け
に
み
え
る
記
事
を
除
い
て
省
略
す
る
。
な
お
、『
続
史
愚
抄
』
は
、

『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
本
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
〜
二
〇
〇
〇
年
）
を

使
用
（
以
下
、
同
じ
）。

（
41
）　

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
二
月
十
七
日
崩
御
。

（
42
）　
『
経
俊
卿
記
』
当
日
条
、『
増
鏡
』
巻
九
「
草
枕
」。
な
お
、
後
者
に
は
、

七
日
に
「
大
宮
院
の
を
は
し
ま
す
中
御
門
京
極
実
俊
の
中
将
の
家
」
へ
の
御
幸

始
が
み
え
、
続
く
十
日
に
「
院
」（
後
深
草
）
へ
の
御
幸
が
み
え
る
。
十
日
の

亀
山
の
装
束
は
「
御
烏
帽
子
直
衣
」
で
あ
り
、
布
衣
始
の
こ
と
は
み
え
な
い
が
、

烏
帽
子
を
被
っ
て
い
る
点
で
布
衣
始
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、『
増
鏡
』
で
は
「
御
烏
帽
子
直
衣
同
じ
」
と
あ
る
本
と
「
同
じ
」
が
な

い
本
が
あ
る
。「
同
じ
」
と
は
七
日
の
御
幸
始
と
同
じ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
部
分
、
井
上
宗
雄
『
増
鏡
（
中
）
全
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九

八
三
年
）
で
は
、「
御
烏
帽
子
・
直
衣
同
じ
」
と
並
列
点
を
打
ち
、
上
皇
の
烏

帽
子
直
衣
が
七
日
の
御
幸
始
と
同
じ
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
七
日
の
御

幸
始
は
布
衣
始
前
で
あ
る
か
ら
、
亀
山
の
装
束
は
冠
直
衣
で
あ
り
、
十
日
の
御

幸
で
同
じ
な
の
は
直
衣
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
は
「
御
烏
帽
子
、

直
衣
同
じ
」
と
読
点
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、『
増
鏡
』
で
は
二

十
日
に
北
白
河
院
（
安
嘉
門
院
邦
子
内
親
王
）
へ
の
「
布
衣
の
御
幸
始
」
が
み

え
る
。
烏
帽
子
狩
衣
で
の
御
幸
始
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
43
）　

御
幸
始
時
の
仙
洞
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
を
記
す
史
料
は
な
い
。
し
か
し
、

『
経
俊
卿
記
』
当
日
条
に
、
行
幸
の
順
路
と
し
て
最
初
に
「
烏
丸
北
行
」
と
あ

り
、
亀
山
譲
位
時
の
内
裏
で
あ
る
押
小
路
殿
は
烏
丸
東
に
あ
る
た
め
、
亀
山
は

譲
位
後
押
小
路
殿
を
仙
洞
と
し
、
そ
こ
か
ら
御
幸
始
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
44
）　
『
実
躬
卿
記
』
当
日
条
。

（
45
）　

後
宇
多
の
譲
位
と
伏
見
の
即
位
は
、
後
深
草
と
西
園
寺
実
兼
が
幕
府
に
働

き
か
け
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
伏
見
の
即
位
に
よ
り
院
政
は
亀
山
か
ら
後

深
草
に
移
っ
た
。
そ
の
間
の
状
況
を
伝
え
る
『
実
躬
卿
記
』
弘
安
十
年
十
月
十

二
日
条
や
、
翌
十
三
日
条
に
は
亀
山
側
の
無
念
が
記
さ
れ
て
お
り
、
亀
山
は
十

七
日
の
後
嵯
峨
月
忌
の
御
幸
さ
え
取
り
や
め
た
。
亀
山
・
後
宇
多
父
子
に
と
っ

て
今
回
の
譲
位
は
ま
っ
た
く
意
に
沿
わ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
異
例
は
か
か

る
政
情
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。

（
46
）　

殿
上
人
が
祗
候
し
た
「
東
弘
庇
」
は
二
条
高
倉
殿
弘
御
所
の
一
部
か
。
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（
47
）　

伏
見
の
狩
衣
は
、『
伏
見
院
御
幸
始
記
』
で
は
「
白
襖
浮
線
綾
御
狩
衣
」

と
あ
り
、『
通
重
公
記
』
で
は
「
柳
御
狩
衣
〈
浮
線
綾
〉」
と
あ
る
。「
柳
狩
衣
」

と
は
、
表
地
を
白
、
裏
地
を
青
（
黄
緑
）
と
し
た
柳
襲
ね
の
狩
衣
の
こ
と
で
あ

り
（
三
条
西
実
隆
『
装
束
抄
』〈『
群
書
類
従
』
第
八
輯
〈
装
束
部
〉
所
収
〉
な

ど
）、
裏
地
も
白
と
し
た
白
襖
狩
衣
と
は
相
違
す
る
。
布
衣
始
で
上
皇
が
「
柳

狩
衣
」
で
あ
る
の
は
管
見
で
は
他
に
例
が
な
い
。

（
48
）　
『
実
躬
卿
記
』『
後
伏
見
院
御
幸
始
記
』
各
当
日
条
。

（
49
）　
『
園
太
暦
』
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
十
一
月
二
十
三
日
条
に
「
如
レ

此
事

強
非
二

御
教
書
体
一

、
内
々
相
触
之
由
歟
」
と
も
み
え
る
。

（
50
）　
『
続
史
愚
抄
』
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
三
月
十
五
日
条
。

（
51
）　
『
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
上
（
帝
王
部
）、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
高

松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
』
所
収
（
Ｈ
│
600
│
778
ゑ
函
5-38
）。

（
52
）　

後
醍
醐
は
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
八
月
十
六
日
、
後
村
上
は
正
平
二
十

三
年
（
一
三
六
八
）
三
月
十
一
日
崩
御
。

（
53
）　
『
荒
暦
』（『
大
日
本
史
料
』
七
編
之
一
所
収
）、『
兼
宣
公
記
』
各
当
日
条
。

（
54
）　
『
園
太
暦
』
九
月
十
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
御
所
の
問
題
に
つ
い
て
光
明
よ

り
公
賢
以
下
に
勅
問
が
あ
り
、
公
賢
は
「
被
レ

補
二

院
司
一

、
并
出
御
臨
幸
之
儀
、

大
内
御
坐
之
時
先
例
勿
論
也
、
如
二

布
衣
始
一

、
遷
二

御
他
所
一

以
後
被
レ

行
者
、

不
レ

可
レ

有
二

子
細
一

歟
、
且
新
主
冠
礼
畢
、
出
二

御
押
小
路
第
一

、
旧
主
於
二

土
御

門
殿
一

被
レ

行
二

其
礼
一

者
、
縡
之
容
易
、
刻
限
之
早
速
可
レ

為
二

大
切
一

歟
、
恰
袷

之
間
、
宜
レ

被
レ

決
二

叡
慮
一

乎
」
と
回
答
し
た
。「
新
主
冠
礼
」
と
は
皇
太
子
の

元
服
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
九
条
経
教
は
「
当
今
脱
屣
之
後
、
於
二

土
御
門

殿
一

被
レ

補
二

院
司
一

之
条
、
有
二

準
拠
例
一

之
上
者
、
不
レ

可
レ

有
二

巨
難
一

歟
、
其
後

早
速
有
二

御
幸
始
一

、
於
二

持
明
院
殿
一

御
布
衣
始
以
下
有
二

其
沙
汰
一

者
、
土
御
門

殿
暫
雖
レ

為
二

御
所
一

、
不
レ

可
レ

有
二

仙
洞
号
一

歟
、
此
上
事
宜
レ

在
二

時
義
一

乎
」
と

回
答
し
た
。
布
衣
始
は
仙
洞
で
行
う
（
内
裏
で
は
行
え
な
い
）
と
い
う
点
で
は
、

両
者
の
意
見
は
通
底
す
る
。

（
55
）　
『
園
太
暦
』
当
日
条
。

（
56
）　
『
園
太
暦
』
当
日
条
。

（
57
）　
『
園
太
暦
』
当
日
条
。

（
58
）　
『
園
太
暦
』
当
日
条
。

（
59
）　

以
上
、『
園
太
暦
』
当
日
条
。

（
60
）　
『
園
太
暦
』
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
十
二
月
二
十
八
条
所
収
十
二
月
二

十
九
日
付
洞
院
実
守
の
書
状
に
「
今
夕
尊
号
事
候
、
可
レ

有
二

沙
汰
一

之
由
承
候
」

と
み
え
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
尊
号
宣
下
は
二
十
九
日
と
な
る
。
し
か
し
、
同
延
文

二
年
（
一
三
五
七
）
三
月
十
二
日
（
十
三
日
が
正
し
い
）
条
所
収
公
賢
書
状
に

よ
れ
ば
、「
尊
号
宣
下
ハ
観
応
二
年
十
二
月
二
十
八
日
」
と
あ
る
。

（
61
）　
『
園
太
暦　

巻
四
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
「
実
夏
」

と
傍
註
す
る
。
洞
院
実
夏
は
崇
光
の
皇
太
子
時
代
に
引
き
続
き
直
仁
の
東
宮
大

夫
で
あ
り
（『
公
卿
補
任
』
貞
和
四
年
尻
付
）、
崇
光
・
直
仁
が
揃
っ
て
烏
帽
子

姿
を
見
せ
る
人
物
と
し
て
適
任
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
夏
は
文
和
元
年
当
時
は

権
大
納
言
で
あ
っ
て
中
納
言
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、『
園
太
暦
』
の
「
中
納
言
」

は
「
大
納
言
」
の
誤
り
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、「
中
納
言
」
で
間
違
い

な
い
と
す
る
と
、
刊
本
の
人
物
比
定
は
間
違
い
と
な
り
、
文
和
元
年
当
時
は
西

園
寺
実
長
が
中
納
言
で
東
宮
権
大
夫
で
あ
る
か
ら
、
実
長
が
適
任
と
な
ろ
う
か
。

（
62
）　

刊
本
で
は
崇
光
・
直
仁
と
も
に
「
狩
衣
、
直
衣
」
と
読
点
を
打
つ
が
誤
り
。
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（
63
）　

そ
の
意
味
で
も
「
中
納
言
」
は
東
宮
大
夫
実
夏
が
適
任
と
な
る
。

（
64
）　

引
用
は
省
略
し
た
が
、
布
衣
始
参
加
の
公
卿
・
殿
上
人
の
交
名
と
各
人
の

装
束
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
前
内
府
後
日
注
送
之
間
、
如
レ

此
」
と
あ

る
よ
う
に
、『
後
愚
昧
記
』
記
主
三
条
公
忠
が
前
内
府
三
条
実
継
に
書
状
で
依

頼
し
て
、
実
継
が
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
記
し
た
公
忠
書
状
実
継
勘

返
が
残
る
（『
大
日
本
古
記
録　

後
愚
昧
記
三
』〈
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
〉

所
収
）。

（
65
）　
『
後
愚
昧
記
』
閏
三
月
二
十
一
日
条
に
「
今
日
新
院
〈
御
二

座
柳
原
藤
中
納

言
亭
一

、
此
所
為
二

仙
洞
一

〉
脱
屐
（
屣
）
之
後
御
幸
始
也
」
と
あ
る
。

（
66
）　
『
後
深
心
院
関
白
記
』
閏
三
月
二
十
一
日
条
に
「
今
日
新
院
御
幸
始
也

〈
御
二

幸
北
山
一

也
〉」
と
あ
る
。

（
67
）　

前
注
前
掲
条
に
「
御
幸
還
御
子
刻
云
々
」
と
あ
る
。

（
68
）　
『
兼
宣
公
記
』
応
永
十
九
年
（
一
四
一
二
）
十
月
十
四
日
条
に
、
こ
の
時

の
院
宣
の
文
言
と
し
て
「
来
何
日
着
二

布
衣
一

、
可
下

令
レ

候
二

弘
御
所
一

給
上

之
由
」

と
み
え
る
。

（
69
）　
『
後
愚
昧
記
』
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
三
月
十
六
日
条
。

（
70
）　
『
後
愚
昧
記
』
応
安
四
年
三
月
十
六
日
条
、
同
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）

二
月
十
一
日
条
。

（
71
）　
『
後
愚
昧
記
』
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
二
月
十
四
日
条
な
ど
。
な
お
、

同
条
に
よ
れ
ば
、
西
園
寺
実
俊
の
北
山
殿
と
は
別
個
に
あ
っ
た
。

（
72
）　

光
厳
は
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
七
月
七
日
、
陽
禄
門
院
は
文
和
元
年

（
一
三
五
二
）
十
一
月
二
十
八
日
崩
御
。

（
73
）　

引
用
の
『
教
興
卿
記
』
と
同
日
の
『
常
永
入
道
記
』（『
大
日
本
史
料
』
七

編
之
十
七
所
収
）
に
は
、
後
小
松
の
装
束
内
容
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
既

述
の
よ
う
に
布
衣
始
の
上
皇
装
束
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
た
い
。

（
74
）　
『
兼
宣
公
記
』『
教
興
卿
記
』『
山
科
家
礼
記
』
各
当
日
条
。
な
お
、『
教
興

卿
記
』
十
月
二
十
一
日
条
に
「
仙
洞
褻
御
幸
始
」
が
み
え
る
。
そ
の
時
の
上
皇

は
烏
帽
子
直
衣
で
あ
る
。
こ
れ
は
九
月
二
十
七
日
が
晴
の
御
幸
始
で
あ
る
こ
と

に
対
す
る
も
の
だ
が
、
注
（
42
）
前
掲
『
増
鏡
』
巻
九
「
草
枕
」
に
み
え
る

「
十
日
の
御
幸
」
は
こ
の
褻
御
幸
始
に
該
当
し
よ
う
。

（
75
）　

後
円
融
は
明
徳
四
年
（
一
三
九
三
）
四
月
二
十
六
日
、
厳
子
は
応
永
十
三

年
（
一
四
〇
六
）
十
二
月
二
十
七
日
崩
御
。

（
76
）　
『
兼
宣
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
当
日
担
当
と
な
っ
た
日
野
西
盛
光
は
布
衣
始

の
参
加
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
束
帯
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
初
の
担
当
甘
露
寺

清
長
か
ら
兼
宣
へ
布
衣
始
の
参
加
を
促
す
御
教
書
の
文
言
が
、「
来
十
四
日
可
レ

有
二

御
衣
始
一

、
可
下

令
二

参
仕
一

給
上

之
由
、
被
二

仰
下
一

候
也
、
誠
恐
謹
言
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。「
御
衣
始
」
は
「
御
布
衣
始
」
ま
た
は
「
布
衣
始
」
の
誤
り
で

あ
ろ
う
。

（
77
）　
『
康
富
記
』『
建
内
記
』
各
当
日
条
。
後
崇
光
が
記
主
で
あ
る
『
看
聞
日

記
』
当
日
条
に
は
、
そ
の
夜
の
祝
宴
の
様
子
や
院
庁
始
の
こ
と
が
詳
し
く
記
さ

れ
て
い
る
が
、
尊
号
宣
下
さ
れ
た
こ
と
は
直
接
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
78
）　

応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）
七
月
五
日
出
家
（『
看
聞
日
記
』
当
日
条
）。

（
79
）　

後
堀
河
は
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
七
月
九
日
践
祚
。
後
高
倉
は
同
年
八

月
十
六
日
尊
号
宣
下
（『
百
錬
抄
』
当
日
条
）。

（
80
）　

後
花
園
は
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
七
月
二
十
八
日
践
祚
。

（
81
）　
「
今
度
之
儀
更
無
二

可
レ

被
レ

摸
之
例
一

、
入
道
以
後
例
、
雖
レ

有
二

貞
応
例
一

、
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為
二

不
快
一

之
上
、
為
二

厳
父
一

也
、
今
度
儀
併
可
レ

為
二

新
儀
一

〈
後
亀
山
院
例
者
、

御
俗
体
之
時
也
〉」
と
み
え
る
。「
貞
応
例
」
と
は
後
高
倉
の
こ
と
で
あ
る
。

（
82
）　
『
続
史
愚
抄
』
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
八
月
二
十
三
日
条
。

（
83
）　
『
続
史
愚
抄
』
に
よ
れ
ば
、
後
水
尾
・
霊
元
・
東
山
・
中
御
門
・
桜
町
・

後
桜
町
で
確
認
し
た
。
こ
の
う
ち
東
山
と
桜
町
は
『
皇
室
制
度
史
料　
太
上
天

皇
』
か
ら
も
確
認
し
た
（
東
山
は
『
章
弘
宿
禰
記
』
宝
永
六
年
〈
一
七
〇
九
〉

六
月
二
十
五
日
条
、
桜
町
は
『
八
槐
記
』
延
享
四
年
〈
一
七
四
七
〉
五
月
三
日

条
）。
な
お
、
後
桜
町
は
女
帝
で
あ
り
、
被
り
物
を
被
ら
な
い
の
で
本
来
な
ら

ば
布
衣
始
は
対
象
外
で
あ
る
。
し
か
し
、『
続
史
愚
抄
』
明
和
七
年
（
一
七
七

〇
）
十
一
月
二
十
八
日
条
に
「
於
二
院
御
所
〈
禁
裏
北
殿
〉一
有
二
布
衣
始
一
、
無
二

出
御
一
、（
中
略
）〈
按
後
崇
光
院
尊
号
已
後
無
二

布
衣
始
一

、
是
上
皇
御
落
飾
後

故
云
、
今
度
儀
不
審
〉」
と
み
え
、
布
衣
始
を
設
定
し
な
が
ら
出
御
し
な
い
と

い
う
異
例
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
後
西
の
布
衣
始
は
『
続
史
愚

抄
』
に
は
み
え
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
度
々
引
用
し
た
『
布
衣
始
部
類
記
』

（
注
（
33
）
参
照
）
は
、
奥
書
に
「
寛
文
二
年
十
二
月
中
旬
令
レ
部
二
類
之
一
畢
」

と
あ
り
、
こ
の
奥
書
と
外
題
は
後
西
の
宸
筆
と
い
う
（『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏

本
目
録
﹇
分
類
目
録
編
﹈』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
九
年
）。
後
西
は

寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
正
月
二
十
六
日
に
譲
位
す
る
た
め
、
自
身
の
布
衣
始

の
参
考
の
た
め
に
部
類
し
た
書
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
現
物
未
確
認
（
所
蔵

先
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
未
整
理
と
の
回
答
）
だ
が
、
上
記
目
録
に
よ
れ

ば
、「
寛
文
三
年
正
月
十
七
日
布
衣
始
」
の
内
題
を
持
つ
後
西
宸
筆
と
い
う

『
布
衣
始
散
状
』
が
あ
り
、
内
題
の
日
付
が
譲
位
前
で
あ
る
点
で
不
審
を
残
す

が
、
後
西
も
布
衣
始
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
84
）　

美
川
圭
『
院
政　

も
う
ひ
と
つ
の
天
皇
制
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
85
）　

院
評
定
制
に
つ
い
て
は
、
橋
本
義
彦
「
院
評
定
制
に
つ
い
て
」（『
平
安
貴

族
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
〈
初
出
一
九
七
〇
年
〉）
参
照
。

院
伝
奏
に
つ
い
て
は
、
美
川
圭
「
関
東
申
次
と
院
伝
奏
の
成
立
と
展
開
」（『
院

政
の
研
究
』
臨
川
書
店
、
一
九
九
六
年
〈
初
出
一
九
八
四
年
〉）
参
照
。

（
86
）　

弘
御
所
に
つ
い
て
は
、
川
本
重
雄
「
弘
御
所
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学

会
論
文
報
告
集
』
三
二
〇
、
一
九
八
二
年
）
参
照
。

※
本
稿
で
引
用
し
た
史
料
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
注
で
記
し
た
も

の
は
除
く
）。

・『
御
堂
関
白
記
』『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
（
二
刷
）

・『
山
槐
記
』『
増
補
史
料
大
成
』
臨
川
書
店
、
一
九
八
一
年
（
三
刷
）

・『
兵
範
記
』『
増
補
史
料
大
成
』
臨
川
書
店
、
一
九
八
一
年
（
三
刷
）

・『
三
長
記
』『
増
補
史
料
大
成
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
（
六
刷
）

・『
民
経
記
』『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
〜
二
〇
〇
一
年

・『
経
俊
卿
記
』『
図
書
寮
叢
刊
』
明
治
図
書
、
一
九
七
〇
年

・『
実
躬
卿
記
』『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
〜
二
〇
〇
九
年

・『
公
衡
公
記
』『
史
料
纂
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
八
〜
一
九
七
九
年

・『
園
太
暦
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
九
〜
二
〇
〇
〇
年
（
二
刷
）

・『
後
愚
昧
記
』『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
（
二
刷
）

・『
後
深
心
院
関
白
記
』『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
〜
二
〇
〇
八

年
・『
兼
宣
公
記
』『
史
料
纂
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
三
年

・『
教
興
卿
記
』『
史
料
纂
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
四
年
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・『
山
科
家
礼
記
』『
史
料
纂
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
六
七
〜
一
九
七
三

年
・
二
〇
〇
二
年

・『
看
聞
日
記
』『
看
聞
御
記
』（『
続
群
書
類
従
』
補
遺
編
二
、
続
群
書
類
従
完
成

会
、
一
九
三
〇
年
）

・『
康
富
記
』『
増
補
史
料
大
成
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
（
六
刷
）

・『
建
内
記
』『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
（
三
刷
）


